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189 平安時代の興福寺維摩会と藤原氏

平
安
時
代
の
興
福
寺
維
摩
会
と
藤
原
氏

興
福
寺
維
摩
会
と
は
、
興
福
寺
で
毎
年

i
月
十
日
よ
り
同
月
十
六
日
を
結
穎
と
し
て
、
『
維
摩
経
』
な
ど
を
講
説
す
る
大
会
で
、
南
京
―
―
―

会
の
―
つ
で
あ
る
。
藤
原
鎌
足
が
治
病
の
た
め
山
階
陶
原
の
自
邸
を
寺
と
し
、
『
維
摩
経
』
を
講
説
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
が
、
講
会
の

場
所
は
諸
所
移
動
す
る
な
ど
紆
余
曲
折
を
経
て
、
延
暦
―
―
十
一
年
（
八

0
二）

か
ら
勅
旨
に
よ
り
毎
年
興
福
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
維
摩
会
に
つ
い
て
は
、
①
成
立
史
、
②
維
摩
会
講
師
の
選
任
原
理
、
③
維
摩
会
と
藤
原
氏
の
関

係
、
④
維
摩
会
の
儀
式
そ
の
も
の
の
検
討
と
い
っ
た
論
点
に
集
約
さ
れ
、
先
学
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。

①
に
つ
い
て
は
、
上
田
晃
圃
氏
が
維
摩
会
の
成
立
史
を
整
理
し
な
が
ら
、
維
摩
会
に
関
連
す
る
中
世
の
史
料
を
紹
介
し
、
そ
の
有
用
性

を
説
き
、
谷
本
啓
氏
が
『
維
摩
会
表
白
』
所
引
「
維
摩
会
緑
起
」
の
史
料
批
判
を
行
い
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
維
摩
会
史
復
元
に
欠
か
せ

な
い
史
料
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
ほ
か
、
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
で
打
撃
を
受
け
た
光
明
皇
太
后
の
権
威
を
復
活
さ
せ
る
た
め
、
藤
原
仲
麻

呂
が
維
摩
会
を
再
興
し
た
こ
と
、
藤
原
良
房
が
自
ら
の
権
力
基
盤
の
強
化
を
図
っ
て
、
興
福
寺
維
摩
会
・
宮
中
御
斎
会
・
薬
師
寺
最
勝
会

を
南
京
三
会
と
し
て
再
絹
し
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
堀
池
春
峰
氏
が
当
初
維
摩
会
が
学
僧
育
成
と
し

は
じ
め
に

上

村

正

裕
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[
史
料
l
]
『
北
山
抄
』
巻
一
ご
・
維
摩
会
事

第
一
章

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

て
の
側
面
を
果
た
し
て
い
た
の
が
、
藤
原
氏
の
子
弟
が
進
出
し
て
い
く
こ
と
で
形
骸
化
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
③
に
つ
い
て
は

①
・
②
の
研
究
で
も
若
十
言
及
さ
れ
て
い
た
が
、
氏
長
者
な
い
し
氏
人
の
関
与
に
つ
い
て
網
羅
的
に
検
討
し
た
土
橋
誠
氏
の
成
果
が
あ
る
。

④
に
つ
い
て
は
永
村
慎
氏
が
維
摩
会
に
関
す
る
文
書
か
ら
維
摩
会
の
儀
式
次
第
を
検
討
し
た
ほ
か
、
高
山
有
紀
氏
に
よ
っ
て
、
中
世
に
お

け
る
維
摩
会
に
つ
い
て
の
総
合
的
検
討
の
成
果
が
一
害
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
先
行
研
究
は
維
摩
会
講
師
の
選
任
原
理
、
維
摩
会
成
立
史
の
解
明
に
比
重
が
置
か
れ
て
お
り
、
維
摩
会
と
藤
原
氏
の
関
係
を
検

討
し
た
の
は
七
橋
氏
の
論
考
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
、

t
橋
氏
自
身
も
維
摩
会
自
体
は
僧
侶
が
執
行
し
て
い
く
た

め
、
氏
の
結
束
を
確
認
す
る
の
に
は
利
用
し
に
く
い
と
の
消
極
的
評
価
を
下
し
て
い
る
。
一
方
、
春
日
祭
と
藤
原
氏
の
関
係
に
つ
い
て
の

検
討
は
義
江
明
子
氏
を
始
め
と
し
て
多
く
の
論
考
が
呈
さ
れ
て
お
り
、
神
事
と
仏
事
の
相
違
は
あ
る
に
し
て
も
、
維
摩
会
と
藤
原
氏
の
関

係
性
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
藤
原
氏
の
結
集
原
理
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
維
摩
会
と
藤

原
氏
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
藤
原
氏
に
と
っ
て
維
摩
会
が
ど
の
よ
う
に
位
慨
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
藤
原
氏
の
結
集
原
理
と
は

興
福
寺
維
摩
会
と
藤
氏
長
者

維
摩
会
に
つ
い
て
は
、
『
北
山
抄
』
巻
三
・
維
摩
会
事
に
詳
細
な
規
定
が
存
す
る
。

[
年
イ
〕

当
年
講
師
、
去
年
会
後
、
長
者
候
犬
気
下
宣
旨
。
ー
ー
〈
書
名
井
寺
月
日
、
給
外
記
。
〉
見
学
立
義
、
大
供
奉
下
レ
弁
。
〈
旧
例
、
下
一

1

講
帥
＼
宣
旨
後
下
。
云
々
〉
八
月
別
当
弁
以
掛
袋
廻
文
、
奉
長
者
。
見
畢
返
給
。
同
月
専
寺
奉
十
聴
衆
解
文
一
。
即
給
レ
弁
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下
綱
所
。
九
月
、
奏
下
加
米
宣
旨
一
。
〈
或
謂
之
不
足
米
。
〉
同
月
、
綱
所
進
聴
衆
竪
義
交
名
一
。
〈
弁
進
レ
之
。
謂
一
＿
之
先
奏
―
。
〉

先
廿
許
日
、
弁
奉
会
参
氏
人
差
文
一
。
〈
四
位
一
人
、
五
位
六
位
共
四
人
。
〉
見
畢
返
給
。
後
日
外
記
進
レ
之
。
見
畢
又
返
給
。
即
下

宜
旨
。
先
両
-
―

-
R
、
弁
由
参
向
之
由
一
。
下
一
給
先
奏
、
金
堂
試
年
分
文

e

〈
先
レ
是
弁
進
レ
之
。
〉

PJ
レ
召
一
閾
請
僧
名
五
六
人
以

〔
他
イ
〕

下

。

九

条

n伝
云
、
聴
衆
冊
人
之
中
、
十
人
専
寺
、
州
人
諸
寺
。
前
例
、
専
寺
閥
請
、
請
専
寺
。
他
寺
閑
、
不
レ
請
一
専
寺
。

〈
依
専
寺
多
本
数
也
。
而
他
寺
僧
不
レ
勝
声
寸
寺
僧
名
、
便
以
一
専
寺
名
僧
請
レ
之
。
他
寺
有
レ
不
レ
預
在
請
之
名
一
者
、
以
レ
之

請
用
。
云
々
〉
此
間
、
送
一
九
聴
衆
供
養
料
。
会
欲
レ
畢
之
比
、
送
講
師
布
施
。
〈
読
師
料
、
第
二
人
送
レ
之
。
云
々
〉
会
終
勅
使

帰
参
。
〈
十
六
日
執
レ
鉢
畢
。
日
巾
帰
京
。
依
干
＇
七
日
有
片
方
忌
也
。
其
十
七
日
、
必
参
結
政
。
云
々
。
如
レ
式
可
レ
給
一
往
還
上

日
四
箇
日
。
而
近
例
如
レ
之
。
云
々
〉
奉
一
聴
衆
僧
名
、
論
議
注
記
、
立
義
者
得
不
、
明
年
立
義
解
文
、
年
分
文
、
氏
人
見
参
一
。
此

[
注
一
本
〕

中
間
答

0
記
立
義
解
文
留
レ
家
、
自
余
返
給
。
〈
明
年
講
師
堂
挙
文
不
下
給
。
或
以
レ
詞
令
レ
申
。
云
々
〉
聴
衆
交
名
立
義
得
不
、

外
記
又
進
。
即
返
給
。
付
内
侍

1

奏
レ
之
。
〈
或
奏
課
試
学
生
交
名
。
弁
奏

Q

云
々
〉

傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
氏
長
者
は
維
摩
会
が
終
わ
っ
た
後
に
そ
の
次
の
維
摩
会
の
講
師
宜
旨
を
下
す
と
と
も
に
、
様
々
な
文
書
を
内

覧
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
講
師
宣
旨
発
給
や
文
書
の
内
覧
に
際
し
て
、
氏
長
者
が
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
を
検
討

す
る
こ
と
で
、
氏
長
者
の
維
摩
会
に
対
す
る
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

[
史
料
2
]
『
為
房
卿
記
』
寛
治
元
年

(
1
0
八
七
）
五
月
＝
―
十
七
日
条

依
レ
召
参
殿
下
。
維
摩
講
師
宣
旨
今
日
可
下
知
。
但
為
摂
政
不
レ
帯
天
下
、
若
他
大
臣
可
一
仰
下
証
｛
。
可
レ
尋
二
先
例
一
者
。

（
兼
家
）

大
夕
記
師
平
令
レ
申
云
、
寛
和
―
一
年
）
月
摂
為
―
一
前
大
臣
大
入
道
殿
。
被
レ
宜
下
講
師
事
者
。
申
此
由
一
之
、
然
召
一

タ
記
可
仰
ド
者
。
召
雅
仲
宣
下
了
。
〈
師
平
所
労
者
。
〉
講
師
澄
範
也
。
〈
年
労
一
。
本
寺
常
住
者
。
〉
又
被
レ
仰
二
下
竪
義
一
。

〈
能
範
年
労
。
智
賢
辞
退
替
。
〉
予
遣
仰
書
於
権
別
当
律
師
許
。
〈
院
別
当
弁
重
服
也
。
伯
予
仰
遣
也
。
〉
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ま
ず
、
講
師
宣
旨
に
つ
い
て
は
院
政
期
の
事
例
で
あ
る
が
、
史
料
2
に
ぷ
し
た
よ
う
に
、
摂
政
師
実
が
大
臣
を
兼
帯
し
て
い
な
い
た
め
、

維
摩
講
師
宜
旨
を
他
の
藤
原
氏
の
大
臣
に
仰
せ
下
す
べ
ぎ
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
結
局
、
寛
和
一
一
年
（
九
八
六
）
の
兼
家
の
事
例
に
よ
り
、

師
実
の
宜
下
と
い
う
形
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
｛
覚
和
一
一
年
に
外
孫
一
条
天
皇
が
即
位
し
た
こ
と
で
、
正
二
位
右
大
臣
だ
っ
た
藤
原
兼
家
は

六
月
二
十
四

H
に
摂
政
氏
長
者
と
な
り
、
以
後
、
以
下
の
よ
う
な
処
遇
を
受
け
た

七
月
二
十
日

同
月
二
十
一
日

八
月
二
十
五
日

こ
こ
か
ら
兼
家
が
摂
政
准
三
宮
と
い
う
待
遇
に
よ
り
、
氏
長
者
に
な
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
彼
が
初
め
て
大
臣
を
兼
帯
し
な
い
摂

政
で
あ
る
と
と
も
に
、
大
臣
非
兼
幣
の
氏
長
者
で
も
維
摩
講
帥
宣
旨
の
官
―
ド
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
先
例
と
し
て
参
看
さ
れ
た
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。

（
忠
実
）

ま
た
、
『
本
朝
世
紀
』
康
和
元
年

(
1
0
九
九
）
十
月
一
―
十
六
日
条
に
は
「
左
大
将
初
仰
下
興
福
寺
明
年
維
摩
会
講
師
竪
義
等
―
」
と

あ
る
が
、
同
年
六
月
一
一
十
八
日
に
氏
長
者
で
関
白
内
大
臣
の
師
通
が
死
去
し
て
お
り
、
十
月
六
日
に
権
大
納
言
左
大
将
の
藤
原
忠
実
が
氏

長
者
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き
忠
実
は
大
臣
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
史
料
2
の
師
実
の
時
と
同
様
に
、
非
大
臣
に
よ
る

宣
旨
と
い
う
点
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
摂
関
自
ら
が
上
卿
に
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
通
常
の
政
務
処
理
の
あ
り
方
を
逸
脱

し
て
ま
で
、
藤
氏
長
者
が
宜
ド
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
あ
り
方
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
史
料
的
制
約
か
ら
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

[
史
料
3
]
『
水
左
記
』
承
保
一
一
年

(
1
0
七
五
）
十
月
三
日
条

准
三
宮
。
年
官
年
爵
を
賜
与

従
一
位
に
昇
叙

右
大
臣
辞
任
。
摂
政
は
留
任

六
月
二
十
八
日
随
身
内
舎
人
一
一
人
な
ど
を
賜
与

(
『
公
卿
補
任
』
）
。
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伝

酉
刻
自
一
一
東
三
条
一
皇
后
宮
大
夫
被
レ
送
レ
書
云
、

3
7
日
被
レ
渡
朱
踪
一
之
後
、
観
学
院
別
当
左
大
弁
可
レ
申
一
維
摩
会
之
書
↓
也
。
而
件

（
源
師
房
）

弁
依
レ
為
上
達
部
＼
随
レ
仰
可
合
申
也
者
。
但
有
官
別
当
有
比
甲
如
レ
此
事
之
先
例
上
云
々
。
令
レ
申
此
由
於
右
大
臣
殿
一
之
処
、

〔
勧
ヵ
〕

被
レ
仰
広
、
有
官
別
当
申
如
レ
此
之
事
者
例
也
。
（
中
略
・
源
俊
房
ら
、
東
三
条
邸
に
向
か
う
）
頃
之
左
大
弁
伊
房
卿
進
一
覧
観
学

院
入
院
学
生
之
名
簿
。
御
覧
之
後
返
一
給
弁
一
。
是
被
レ
下
二
彼
院
回
唸
次
又
同
弁
進
一
覧
維
摩
会
氏
人
等
会
参
之
差
文
一
退
帰
。
令
―
―
●

実
網
朝
臣
召
大
外
記
師
平
ー
、
下
給
件
差
文
一
了
。
又
今
日
依
レ
為
吉
日
一
、
被
レ
催
始
維
摩
会
之
布
施
一
。
事
了
退
出
。
（
後
略
）

次
に
文
書
の
内
覧
に
つ
い
て
は
、
史
料
3
に
よ
る
と
、
新
長
者
師
実
（
九
月
二
十
五
日
に
藤
原
教
通
が
死
去
し
た
こ
と
に
よ
る
）
に
朱

器
な
ど
を
委
譲
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
維
摩
会
関
連
の
文
書
に
つ
い
て
申
し
上
げ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
右
大
臣

源
俊
房
が
文
書
の
内
覧
が
先
例
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
が
決
め
手
と
な
り
、
結
局
「
勧
学
院
入
院
学
生
之
名
簿
」
と
「
維
摩
会
氏
人
等
会

参
之
差
文
」
に
目
を
通
し
た
ほ
か
、
吉
日
で
あ
る
と
の
理
由
で
維
摩
会
講
師
の
布
施
も
用
意
す
る
と
い
う
措
置
を
採
っ
て
い
る
が
、
以
上

の
史
料

2
.
3
の
よ
う
な
行
動
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
秩
序
や
観
念
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
参
考
に
な
る
の
は
、

嘉
承
二
年
(
―

-
0
六）

の
事
例
で
あ
る
。
『
殿
暦
』
嘉
承
―
一
年
十
月
十
四
日
条
に
は
「
維
摩
会
文
持
来
。
加
判
。
摂
政
之
後
未
レ
判
「
於

文
書
。
雖
レ
然
依
レ
為
＿
一
氏
事
一
加
判
了
」
と
あ
る
が
、
『
中
右
記
』
の
同
日
条
に
も

〔
而
仏
事
イ
〕

外
記
史
生
車
維
摩
会
請
書
御
判
一
。
殿
下
摂
政
宣
旨
之
後
、
文
書
御
判
未
レ
有
也
。
ロ
ロ

□如
何
。
頗
有
一
猶
予
一
。
然
而
取
諸
氏
究

〔
又
イ
〕
〔
民
部
イ
〕

]
不
レ
可
レ
点
而
止
。
初
令
レ
加
一
御
判

1

給
云
々
。
ロ
ロ
ロ
卿
有
一
被
レ
申
旨
云
々
。

と
あ
る
。
堀
河
天
皇
崩
御
に
よ
る
鳥
羽
天
皇
即
位
を
受
け
た
藤
原
忠
実
へ
の
摂
政
宣
旨
は
同
年
七
月
十
九
日
の
こ
と
で
、
忠
実
は
摂
政
と

な
っ
て
か
ら
文
書
の
内
覧
は
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
「
氏
事
」
で
あ
る
た
め
維
摩
会
関
連
文
書
へ
の
内
覧
を
行
っ
た
と
い
う
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
氏
長
者
が
維
摩
会
講
師
宜
旨
お
よ
び
維
摩
会
関
連
の
文
書
内
覧
を
行
う
の
は
、
「
氏
事
」
で
あ
る
た
め
だ
っ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
う
し
た
観
念
は
院
政
期
の
み
な
ら
ず
、
摂
関
期
の
時
点
で
有
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
、
次
の
事
例
は
参
考
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た
証
左
と
も
い
え
る
。

[
史
料
4
]
『
維
摩
会
講
師
研
学
竪
義
次
第
』
長
保
万
年

(
1
0
0
三
）
条

（
マ
マ
）

（
前
略
）
今
年
十
月
十
五
日
、
長
者
関
白
左
大
臣
道
長
引
率
氏
卜
逹
部
七
人
、
殿
上
人
諸
大
夫
七
十
余
人
、
下
向
大
会
、
供
養

維
摩
無
垢
新
旧
両
本
経
。
宿
一
別
当
〈
定
澄
僧
都
。
〉
房
、
令
番
論
議
之
。
当
会
講
師
、
結
穎
日
叙
法
橋
。
寺
家
別
刈
任
権

大
僧
都
。
又
居
聴
衆
智
印
大
法
師
一
、
給
明
年
講
師
宜
。
〈
中
宮
御
挙
兼
宣
旨
云
々
。
〉
口
講
師
貞
興
、
是
籠
一
居
勧
学
寺
。
依

レ
可
レ
被
参
会
一
、
長
者
殿
給
宣
旨
。
研
学
竪
義
者
智
算
。
依
レ
被
参
会
、
長
者
殿
件
日
之
料
追
給
レ
請
也
。
件
日
有
御
頼
文
。

〈
作
者
勘
解
由
次
官
、
藤
原
朝
臣
広
業
。
〉

（

道

長

）

或
本
云
、
件
貞
興
年
来
閑
居
於
勧
学
寺
。
与
戸
長
者
左
丞
相
殿
下
＼
為
レ
果
宿
願
、
以
六
月
十
六

□加
戸
下
一
講
師
宣
旨
―
°

則
自
手
書
写
金
泥
両
部
経
九
巻
。
〈
維
摩
経
三
巻
。
尤
垢
講
経
六
巻
。
〉
以
一
十
月
十
五
日
、
引
率
氏
公
卿
七
所
、
随
従
氏
殿

上
人
井
諸
大
夫
五
十
余
人
、
供
養
大
会
之
聴
ク
井
寺
僧
供
湘
｝
木
三
百
仰
‘
御
一
屯
誦
物
信
乃
布
五
百
端
。
七
所
ノ
ム
卿
各
百
段
。
講

読
師
聴
衆
纏
レ
頭
、
井
賜
度
者
。
七
所
公
卿
者
、
大
納
言
藤
原
道
綱
、
中
納
言
同
ノ
ム
任
、
同
斉
信
、
侍

r同
隆
家
、
多
議
同
有
国
、

春
宮
大
夫
同
懐
平
、
三
位
中
将
同
兼
隆
。
以
講
師
叙
法
橋
、
以
一
別
当
権
少
僧
都
転
大
僧
都
云
々
。

或
記
云
、
長
者
殿
参
一

1

会
於
大
会
。
兼
給
寿
慶
、
与
詮
秀
連
年
之
宣
旨
云
々
。

史
料
4
に
よ
る
と
、
長
保
五
年
に
藤
原
道
長
が
氏
上
達
部
（
公
卿
）
大
納
言
藤
原
道
綱
ら
七
人
、
殿
上
人
・
諸
大
夫
七
十
余
人
（
或
本

に
よ
れ
ば
五
十
人
）
を
引
率
し
て
維
摩
会
に
参
加
し
た
と
い
う
。
応
口
見
の
限
り
、
氏
長
者
が
氏
公
卿
な
ど
を
引
ぎ
連
れ
て
維
摩
会
に
参
加

す
る
と
い
う
事
例
は
ほ
か
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
異
例
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
道
長
が
「
氏
事
」
と
し
て
維
摩
会
を
重
視
し
て
い

顧
文
〈
在
別
紙
之
。
〉

と
な
る
。
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た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
し
て
重
視
し
て
い
た
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
維
摩
会
を
停
止
す
る
か
ど
う
か
の
議
論
か
ら
も
、
如
上
の
認
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
中
右
記
』
天
仁
元
年

(
1
1
0

八
）
九
月
二
十
九
日
条
に

（
忠
実
）

従
二
殿
下
有
レ
召
、
則
参
入
。
奈
良
権
僧
正
為
大
衆
使
被
二
参
上
一
也
。
依
レ
焼
多
武
峰
、
張
本
輩
被
仏
事
不
レ
安
。
早
可
レ
停

二
法
花
会
維
摩
会
者
。

と
あ
る
よ
う
に
、
多
武
峰
を
焼
い
た
張
本
人
た
ち
が
仏
事
に
関
わ
る
の
は
お
だ
や
か
で
は
な
い
の
で
、
興
福
寺
の
法
花
会
と
維
摩
会
を
停

止
す
る
よ
う
、
奈
良
権
僧
正
の
覚
信
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
。
『
多
武
峰
略
記
』
上
•
第
十
三
仏
事
、
維
摩
会
条
に
よ
る
と
、
藤
原
鎌
足
の
追

善
法
会
が
講
経
を
中
心
に
始
ま
っ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
「
維
磨
略
会
」
な
る
も
の
が
後
に
鎌
足
の
遠
忌
法
要
と
し
て
多
武
峰
に
お
い
て
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
武
峰
の
事
件
が
興
福
寺
と
不
可
分
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
『
類
緊

世
要
抄
』
に
よ
れ
ば
、
当
年
の
維
摩
会
は
予
定
通
り
執
行
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
『
左
経
記
』
万
寿
三
年

(
1
0
1
―
六
）
八
月
二
十
六
日
条
に
は
、
秋
季
御
読
経
の
日
時
決
定
に
際
し
て
、
月
触
日
を
避
け
る
た

め
維
摩
会
初
日
で
あ
る
十
月
十
日
に
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
藤
原
頼
通
が
「
維
摩
会
本
寺
大
事
」
と
し
て
認
め
ず
、
維
摩
会
執
行
が
第

一
と
の
方
針
を
示
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
万
寿
三
年
と
天
仁
元
年
の
事
例
か
ら
し
て
も
、
氏
長
者
は
維
摩
会
を
「
氏
事
」

春
日
祭
が
氏
長
者
の
死
去
に
も
際
し
て
も
中
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
氏
長
者
の
役
割
を
重
視
し
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
た

だ
史
料
3
で
は
、
氏
長
者
教
通
が
死
去
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
維
摩
会
関
連
の
文
書
内
覧
や
布
施
の
賜
与
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
、
逆

に
氏
長
者
死
去
に
関
係
な
く
維
摩
会
を
遂
行
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
を
要
す
る
に
、
藤
氏
長

者
が
維
摩
会
を
「
氏
事
」
と
し
て
重
視
し
て
い
る
様
相
が
判
明
し
た
。
そ
れ
で
は
、
藤
原
氏
の
公
卿
や
氏
人
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
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[
史
料
5
ー
③
]
同
月
十
二
日
条

〔

白

〕

〔

給

ヵ

〕

〔

給

ヵ

〕

頼
清
朝
臣
云
、
関
日
御
消
息
。
維
摩
会
読
師
布
施
、
至
長
者
行
一
講
師
布
施
一
。
今
改
更
不
レ
可
レ
行
一
．
読
師
布
施
。
又
可
レ
被
レ

〔

給

ヵ

〕

〔

給

ヵ

〕

行
読
師
布
施
由
不
レ
四
申
逹
大
相
眉
。
猶
下
官
可
レ
行
読
師
布
施
者
。
報
達
謹
承
由
一
了
。
尋
見
故
殿
例
文
只
被
レ
記

（
顕
光
）
府
〕

1

・
ニ
コ
師
布
施
法
一
。
絹
十
二
疋
、
綿
舟
屯
、
倍
乃
布
｝
端
。
読
師
布
施
法
無
レ
所
レ
見
。
伯
召
；
n
左
符
家
司
行
明
両
四
案
内
一
、
取
一

内
一
可
[ 第

二
章

藤
原
氏
公
卿
の
姿
勢

藤
原
氏
の
公
卿
に
は
、
大
き
く
分
け
て
布
施
の
賜
与
と
講
師
請
書
へ
の
署
名
と
い
う
二
つ
の
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
布
施
の
賜
与

に
つ
い
て
は
表
ー
の
通
り
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
そ
の
負
担
に
つ
い
て
は
公
卿
間
で
分
担
が
な
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

[
史
料
5

|
①
]
『
小
右
記
』
治
安
元
年

(
1
0
1
―
-
）
十
月
十
日
条

（

源

）

〔

維

〕

（

興

福

寺

）

中
務
少
輔
頼
清
朝
臣
令
レ
申
云
、
誰
摩
会
布
施
事
若
可
レ
奉
哉
。
明
日
布
施
物
等
可
レ
遣
御
寺
。
為
一
案
内
一
家
司
所
一
参
来
＿
者
。

頼
清
者
関
白
付
所
別
当
云
々
。
余
答
云
、
講
師
布
施
長
者
所
レ
遣
、
読
師
布
施
次
人
所
レ
遣
也
。
大
政
大
臣
若
不
レ
可
レ
被
レ
遣
牧
゜

随
江
疋
進
止
。
又
云
、
関
白
被
レ
移
高
陽
院
一
之
間
被
レ
仰
云
、
移
徒
後
不
レ
可
申
請
。
件
事
等
只
依
レ
例
可
レ
行
。
参
一
納
言
已
上
御

祠

ヵ

〕

佳

力

〕

許
一
レ
令
レ
申
也
者
。
余
云
、
納
言
只
出
レ
掛
。
大
臣
遣
一
講
•
読
師
布
施
、
非
レ
有
一
定
一
。
難
レ
可
一
下
遣
へ
頼
清
殊
無

レ

所

レ

陳

。

又

云

、

身

着

軽

服

証

戸

参

レ

殿

者

。

[

]

[
史
料
5
~
]

同
月
十
一
日
条（

橘
）

維
摩
会
講
師
布
施
事
呼
1

俊
遠
朝
臣
間
一
案
内

1

、
無
レ
所
レ
承
者
。
余
云
、
頼
清
朝
臣
相
一
対
太
政
大
臣
家
司
一
取
案
内
一
。
若
有
レ
所

レ
被
レ
命
、
亦
以
彼
命
一

]
施
物
。

尤
可
佳
事
款
。
俊
遠
云
、
召
一
遣
頼
清
朝
臣
於
関
白

□門
外
示
含
子
細
一
者
。
余
云
、
早
聞
案
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表 1 維摩講師への布施の賜与

No. 年次 日付 賜与者 内容 出典

1 長和4 10/3、4藤原実資 (10/3) 内匠頭理国朝臣来たりて維摩 『小』

(1015) （大納言） 会の掛を催す。 (10/4)維摩会料の掛

一領、之を送る。

2 10/14 藤原道長 講師の布施常の如し。 『御堂』

（左大臣・氏

長者）

3 寛イ―:4 10/7 藤原実資 関白侍所職事（藤原）公業朝臣来たり 『小』

(1020) （大納言） て維摩会大掛の事を催す。

4 治安l 10/14 藤原実資 維摩会読師の布施、今H送り遣はす。 『小』

0021) （右大臣） 絹十疋・綿二連〈二十屯〉・信乃布十二

〔端ヵ〕。

5 治安2 10/14 藤原実資 維摩会読師に布施を送る事 『小目』

(1022) （右人臣）

6 治安3 10/14 藤原実資 維摩会読師の布施、これを送る。〈絹 『小』

(1023) （右大臣） 十疋・綿廿屯・信乃布十二端。朱塗韓

積に納む。金銅銀・両面錦覆•口〔緋
ヵ〕綱・絹折立、有り。「今夕□政所

に給う。明朝遣はすべし」てへり。

7 万寿l 10/14 藤原実資 維摩会講師の禄、家司典薬属（足羽） 『小』

(1024) （右大臣） 千平を下し差して、興福寺に送る。

〈絹十疋・綿二十屯・信乃布十二端。朱

漆韓積・両面覆．緋綱・金銅錬等を納

む。〉

8 永保3 10月 藤原師実 袋二条（代絹二l正）を維摩会料として 『朝』

(1083) （関白左大 送り奉る

臣・氏長者）， 承徳2 10/15 藤原師通 有官別当泰俊云はく、勧学院に送る布 『中』

0098) （関白内大 施物、已に到来す。講師の布施、一昨

臣・氏長者） 日長者殿より下し給ひ了んぬ。読師の

布施、権大納言送られ了んぬ。

10 10/15 藤原家忠 同上 『中』

（権大納言）

※ 『小』…「小右記』、 『小目』・・・『小記目録』、 『御堂』・・・『御堂関白記』、

『朝』…『朝野群載』巻7公卿家・永保3年維摩会食送文
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③
)
。
実
資
は
そ
の
通
り
に
布
施
を
送
っ
た
（
史
料
5
|
~
）
と
い
う
結
末
で
あ
っ
た
。

い
う
意
見
を
伝
え
て
い
る

〔連〕

遣
例
文
、
'"tE
絹
十
疋
・
綿
―

-DI．
信
乃
布
十
二
端
一
者
。
絹
・
綿
数
減
講
師
。
但
布
増
[

[
史
料
5

|
④
]
同
月
十
四
日
条

〔
端
ヵ
〕

維
摩
会
読
師
布
施
今
日
送
遣
。
絹
十
疋
・
綿
―
一
連
〈
二
十
屯
。
〉
・
信
乃
布
十
一
一
文
明
日
不
に
且
日
也
。
十
六
日
可
レ
付
一
寺
家
一
由

、
云
、

[
史
料
5

|
⑤
]
同
月
十
七
日
条

（

水

取

）

〔

読

ヵ

〕

（

興

福

寺

）

案
主
季
武
進
維
摩
会
講
師
布
施
寺
家
請
文
一
。
申
云
、
昨
日
持
到
別
当
僧
都
林
懐
房

（

顕

光

）

〔

府

〕

〔

韓

ヵ

〕

〔

絹

〕

堀
河
左
符
一
一
一
箇
年
不
レ
被
レ
出
。
亦
転
梢
覆
以
黄
染
詣
為
レ
覆
。
太
疎
薄
゜

所
・
了
。

〔
太
ヵ
〕

大
善
者
。

史
料
5
に
は
、
布
施
に
関
す
る
藤
原
氏
公
卿
間
の
や
り
と
り
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
頼
通
が
家
司
を
介
し
て
、
布
施
の
分
担

に
つ
い
て
藤
原
実
資
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
実
資
は
講
師
へ
の
布
施
は
氏
長
者
が
、
読
師
へ
の
そ
れ
は
「
次
人
」
、
つ
ま
り
藤
原
氏
の
官
位
第

二
位
の
公
卿
が
用
意
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
披
露
し
た
。
ま
た
、
太
政
大
臣
で
あ
る
藤
原
公
季
は
用
意
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
と

し
、
官
位
第
二
位
の
実
資
が
賜
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
読
師
の
布
施
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
故
藤
原
顕
光
の
例
文
を

取
り
寄
せ
る
と
、
絹
・
綿
の
数
は
講
師
の
も
の
よ
り
少
な
く
記
さ
れ
て
い
た
が
、
布
は
講
師
の
最
よ
り
も
多
か
っ
た

布
施
の
分
担
に
つ
い
て
は
、
『
維
摩
会
近
来
講
読
出
仕
番
之
記
』
保
安
二
年
(
-
―
―
―
-
)
十
月
四
日
条
に
も

藤
原
家
忠
）

一
保
安
二
年
十
月
四
日
乙
未
、
晴
、
維
摩
会
読
師
布
施
、
可
レ
被
レ
献
之
由
、
以
家
職
事
示
送
左
将
軍
許
一
。
被
レ
示
二
承
由
一
。
閲

師
布
施
、
ノ
ム
卿
中
第
一
一
人
必
調
進
也
。
講
師
布
施
長
者
必
勤
也
。

仰
了
。

所
司
云
、

可
レ
付
寺
政
所
者
。
付
ー
政

〔
錦
ヵ
〕
〔
覆
ヵ
〕

如
レ
例
以
両
面
帰

5
戸

（
以
上
、
史
料
5

|
①
)
。
そ
し
て
、
「
故
殿
例
文
」
に
は
講
師
に
賜
う
布
施
の
分
量
が
記
さ
れ
て
い
た
の
に
対

]
数
如
何
。

（
以
上
、
史
料
5

|
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「
大
日
本
史
料
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
氏
長
者
で
内
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
忠
通
の
日
記
の

逸
文
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
家
忠
は
当
時
大
納
言
で
、
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
「
公
卿
中
第
一
一
人
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
氏
族
秩
序
は
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
墨
守
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
元
々
延
喜
内
蔵
寮
式
25
条
で
は
「
凡
興
福

寺
維
摩
会
布
施
料
、
調
綿
六
百
屯
。
寮
匈
年
送
一
彼
寺
一
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
形
か
ら
、
氏
の
仏
事
（
維
摩
会
）
・
神
事

(16) 

（
大
原
野
祭
）
に
お
け
る
運
営
の
経
費
負
担
が
氏
の
上
位
官
職
者
に
課
さ
れ
る
こ
と
が
定
例
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

で
は
、
講
師
請
書
へ
の
署
名
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
『
局
中
宝
』
維
摩
会
文
書
事
に
は

〈
為
倫
。
〉
、

嘉
承
―
-
+
-
、
殿
下
召
外
記

函
m)

即
可
レ
給
壇
越
御
判
之
由
、
示
一
仰
史
生
成
則
一
了
。

下
給
維
摩
会
参
氏
人
差
文
。
二
日
、
今
朝
綱
所
下
部
、
持
二
来
維
摩
会
講
師
請
書
＿
o

と
あ
り
、
檀
越
が
署
名
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の
点
か
ら
菅
頁
城
氏
は
、
藤
原
氏
公
卿
は
興
福
寺
の
檀
越
と
し
て
署
名
し

て
い
た
と
す
る
。
試
み
に
、
古
記
録
か
ら
そ
の
よ
う
な
例
を
拾
っ
て
み
る
と
表
2
の
よ
う
に
な
る
が
、

例
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
『
小
右
記
』
に
事
例
が
集
中
し
て
い
る
の
は
古
記
録
の
残
存
状
況
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
そ
の

点
は
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
古
記
録
な
ど
で
散
見
す
る
「
廻
文
」

の
存
在
に
鑑
み
る
に
、

や
は
り
あ
る
一
定
の
範
囲
の
藤
原
氏
公
卿

（
例
え
ば
、
中
納
言
以
上
な
ど
）
に
請
文
が
回
覧
さ
れ
、
各
自
署
名
す
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
上
で
、
当
然
講
師
な
ど
と
の
交
流
も
存
在
し
た
。
そ
の
様
相
を
ま
と
め
た
の
が
表
3
で
あ
る
。

多
く
は
講
師
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
慶
賀
言
上
と
い
う
べ
き
事
例
で
あ
る
が
、
永
昨
元
年
の
維
摩
会
が
終
わ
る
と
義
蔵
が
す
ぐ
に

実
資
の
も
と
に
や
っ
て
き
て
、
明
年
の
維
摩
会
講
師
へ
の
推
薦
を
依
頓
し
た
と
い
う
油
ー
の
事
例
は
興
味
深
い
。
こ
の
義
蔵
の
行
動
は
史

料
l
で
の
講
師
任
命
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
が
、
当
時
の
実
資
は
参
議
に
な
っ
た
ば
か
り
で
直
接
摂
政
の
兼
家
に
働
き
か
け
る
力
は

な
く
、
円
融
院
を
介
し
て
摂
政
へ
義
蔵
の
申
文
を
提
出
す
る
と
い
う
方
策
を
採
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
実
資
が
大
納
言
に
な
っ
て

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
は
、
収
録
す
る

一
見
し
て
気
づ
く
の
は
実
資
の
事
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表2 講師請書の署名

Nu 年次 日付 署名者 内容 出典

1 長保 9/13 藤原実資 外記史生当年維摩会講師請書を費し来る。加 『小』
(999) （中納言） 暑〔署〕す。遍陳。〈八月廿三日請。法相宗。

典福寺。〉

2 寛弘2 7/21 藤原実資 外記史牛、維摩会講師清書を持ち米る。〈蓮 『小』
(1005) （権大納言） 聖。法相字（宗）。奉寺。去九□消書有り。〉

加署し返し給ふ。

3 長和2 8/30 藤原実賢 維摩会請書に加署す。〈伝灯大法師明空。《年 『小』
(1013) （大納言） 脳》。法相宗。専寺。去二月十六日宜旨。〉

4 長和3 10/1、2藤原実資 十月一日甲寅、維摩会講師請書を持ち来る。 『小』
(1014) （大納己：） 吹Hにより、加署せず。明日署すべきの由を

仰せ此んぬ。＝ H乙卯、（中略）維摩講師請
書に加署す。〈朝静。三論宗。東大寺。〉

5 長和4 7120、 藤原実資 七月廿日［卯、（中略）外記史生維摩会講師 『小』
(1015) 8/15 （大納言） 請書を持ち来る。触概により、署さず。八月

十五日壬辰、（中略）維摩会講師請書を持ち
来る。加署し返し給ふ。〈融碩。法相宗。専
寺。年五十三。脳三十三。〉

6 寛1三:1 9/17 藤原実資 維摩講師胤香〈三論宗。大安寺。〉請書を持 『小』
(1017) （大納言） ち来る。加署し返し給ふ。

7 寛仁2 10/29 藤原実資 維摩講師清〔請ヵ〕曹に加暑〔署〕す。〈伝 『小』
(1018) （大納言） 燈大法師永昭。法相宗。専寺。光〔寛〕仁＝

年十月八IJ請。内大臣（頼通）宜云々。当年
維摩講師安潤辞退の替者と云々。〉

8 寛仁3 6/22 藤原実賓 外記史生維摩会清〔請〕書を持ち来る。加署 「小』
(1019) （大納言） し返し給ふ。〈伝燈大法師位経救。年脳足。〉

法柑宗。専寺。， 治安3 9/18 藤原実資 維摩溝師闇訃に朝臣を加ふ。〈智者〔真〕。法 『小』
(1023) （布大臣） 相宋。専寺。布〔去ヵ〕 lムて月廿九日宜旨。〉

10 万寿2 9/4 藤原実資 維摩講師道讃請青に朝臣を加ふ。〈六月廿七 『小』
(1025) （布大臣） H宜旨。法相宋専寺。〉

11 ガ寿4 4/17 藤原実資 維摩講師輔静〈法相宗。薬帥寺。〉請僧〔奏 『小』
(1027) （右大臣） ヵ〕に朝臣二字を加ふ。

12 長元l 9/15 藤原実資 維摩講師陽邦の清書に朝臣を加ふ〈法相宗。 『小』
(1028) （右人臣） 専寺。〉

13 長元2 9/30 藤原実資 維摩会講師請書に朝臣に加ふ。〈六月廿六 H 『小』
(1029) （右大臣） 宜旨。澄円。法相宗。専寺。〉

14 長元3 9/8 藤原実資 維摩講師請書に朝臣二字を加ふ。〈朝懐。東 『小』
(1030) （右大臣） 〔専〕寺。〉

15 寛治7 10/2 藤原師通 頭弁門外辺に来たりて立つ。維摩会例文を予 『後二』
(1093) （内大臣） に下す。即ち頭弁に下す。例に任せて行はる

べきの由を仰せ了んぬ。

16 永長1 9/27 藤原師通 維摩会請僧を持ち来る。朝臣を加ふ。 『後二』
(1096) （関白内大

臣・氏長者）

※ 『小』…「小右記』、『後＝』…『後二条師通記』
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表3 講師との交流

No. 年次 日付 対応者 内容 類朋 出典

1 永酢l 10/19 藤原実資 義蔵来たる。維摩会明年講師事を申す。是院より申 C 『小』

(989) （参議） さるべきの趣なり。 1Jいりて院（円融法県）に参りて

奏聞す。又申文を奉る。仰せて云はく、「摂政（藤

原兼家）の許に仰せ遣はすべし」てへり。

2 寛弘2 4127 藤原実資 山階寺蓮聖来たりて云はく、廿四 H維摩溝師宜旨 A 『小」

(1005) （権大納言） Fる。慶賀のために来たる所也。

3 寛弘6 4/3 藤原行成 義疫来たる。昨維摩講師宜旨下さるるの慶を示す。 A 「権』

(1009) （権中納言） 年川〔itltヵ〕と云々。

4 長和2 2/27 藤原実資 興福寺明空来りて云はく、「去十六日維摩会講師宜 A 「小』

(1013) （大納言） 旨を蒙る。俯りで悦ながら参上す」てへり。

5 長和3 3/22 藤原実資 東大寺朝静〔晴ヵ〕〈竺論宗。〉来りて口〔云ヵ〕、 A 『小』

(1014) （大納言） 「今日維摩講師宜旨を蒙る」てへり。

6 長和5 5/25 藤原実資 興福寺別当林懐僧都北門外に来る。（中略）法修相 A 『小」

(1016) （大納言） 従ふ。〈維摩講師宜旨を給ふ。防其慶の為来たる所

也。〉同じく相逢ふ。両人清談し了りて退去す。

7 寛仁2 5/30、 藤原実資 舟H辛卯、安潤来りて云はく、「昨日維摩講師宣旨 A 『小』

(1018) 6/2 （大納言） を下さるの由、今朝其告を承く」てへり。昨日来り

て此事を歎くに、今日の気色昨と異なり。安潤は典

福寺第一の老者と云々。

二日癸已、（中略）安潤来たる。維摩講師宜旨を被

るの喜びを宮〔言ヵ〕す。

8 寛仁3 4/7 藤原実資 擬講経救来りて講師宜旨を被るの慶を触れる 3 〈年 A 『小1

(1019) （大納言） 州九者。〉

9 寛仁4 10/18 藤原実資 当講教円門辺に来る。柳か慎しむ所有りて相対せ B 『小』

(1020) （大納言） ず。維摩会の事了るの悦びに縁る也。（藤原）資高

朝臣を以て梢息を通ず。

10 治安3 10/25 藤原実資 智真来たる。会の間□□ （無事イ）の由を言す。ロ B 『小』

(1023) （右大臣） 口口同忌仏事。明日之を行ふと云々。一日僧供料の

小米を給はしむ。今H雑布廿端を給ふ。

11 万寿l 10/22 藤原実資 当講済慶来りて云はく、「維摩会無事に遂げfん B 「小』

(1024) （右大臣） ぬ。亦風雨の難無し」てへり。良久しく談話す。

12 ガ寿2 9/8、26藤原実資 (8Il)擬溝道讃来りて云はく、「維摩会の間の経営 C 『小』

(1025) （右大臣） —事を営むべし。但桑絲の用多し」てへり。出来に

随いて送るべきの由を答へ記んぬ。

(26日）桑絲十疋を遣擬講道讃許に遣はす。前日来

示に依るなり。

13 10/22 藤原実資 当講道讃来たる。維摩会の事畢るの由を言す。風病 B 『小』

（右大臣） 発動に依り、相達〔逢ヵ〕はず。

14 長元l 9/12 藤原実資 山階別当（扶公）僧都と堂に於いて清談す。八木 C 『小j

(1028) （右大臣） 二十石を擬講陽邦跡〔所ヵ〕に遣はす。示し送るに

依る也。受請の間料の者なり。

15 長治l 11/27 藤原忠実 維摩会講師長誉慶賀を申す。 A 「殿』

(1104) （右大臣・

氏長者）

16 永久2 6/2 藤原宗忠 早旦内より退出す。僧侶多く以て来会す。覚晴の慶 A 「中j

(1114) （権中納言） びを賀せんがためなり。

※ 「小j・・・ 「小右記j。『権』 ・・・ 『権記j。『殿』 ・・・ 「殿暦』、 『中』 … 『中右記』。

類型 A•••講師任命時、類型B…維摩会終了時、類型C…その他
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以
降
の
事
例
は
そ
の
斡
旋
が
功
を
奏
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
以
上
の
よ
う
な
や
り
と
り
か
ら
氏
長
者
と
天
皇
・
院
、
あ
る
い
は
氏
の
有

力
者
と
の
間
の
調
整
の
様
相
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
一
定
範
囲
の
藤
原
氏
公
卿
に
請
文
が
回
覧
さ
れ
、
各
自

こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
り
、
藤
原
氏
の
公
卿
が
布
施
の
賜
与
と
講
師
請
書
へ
の
署
名
を
通
し
て
、
維
摩
会
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
非
公
卿
の
氏
人
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
は
、
章
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

第
三
章

興
福
寺
維
摩
会
と
氏
人

「
藤
原
ノ
氏
ノ
上
達
部
ヨ
リ
始
メ
テ
五
位
二
至
ル
マ
デ
、
袋
ヲ
縫
テ
此
ノ
僧
二
施
ス
」
（
『
今
昔
物
語
集
」
巻
十
二
第
三
話
「
於
山
階
寺
行

維
摩
会
語
」
）
と
あ
る
よ
う
に
、
藤
原
氏
の
上
達
部
か
ら
五
位
に
至
る
ま
で
、
維
摩
会
に
参
加
す
る
僧
の
袋
を
用
意
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
表
ー
の
褐

8
は
氏
長
者
の
事
例
で
あ
る
が
、
非
公
卿
の
氏
人
の
例
と
し
て
は
次
の
史
料
が
あ
る
。

[
史
料
6
]
『
権
記
』
長
保
一
一
年
(

I

0
0
0
)
十
月
十
四
日
条

（

安

倍

）

（

藤

原

）

〔

許

ヵ

〕

仰
左
衛
門
尉
信
行
、
差
専
使
一
令
レ
送
有
官
別
当
行
忠

□[

]
禄
掛
袋
料
也
。
子
レ
時
行
忠
在
一
山
階
寺
一
。
初
差
レ
使
送
[

史
料
6
で
掛
食
を
送
っ
て
い
る
人
物
の
官
位
を
記
す
と
、
藤
原
正
光
（
正
四
位
下
参
議
大
蔵
卿
／
兼
通
の
子
）
、
藤
原
陳
政
（
五
位
内
蔵

頭
／
藤
原
安
親
の
子
）
、
藤
原
相
刀
（
五
位
左
馬
頭
／
藤
原
遠
量
の
子
）
、
藤
原
重
家
（
従
四
位
下
先
少
将
／
藤
原
顕
光
の
子
）
、
藤
原
行
成

（
正
四
位
下
右
大
弁
）
と
な
る
。
よ
っ
て
、
表
1
の
応

8
お
よ
び
史
料
6
か
ら
『
今
昔
物
語
集
』
の
記
述
が
裏
づ
け
ら
れ
る
が
、
氏
人
は
掛

袋
の
用
意
以
外
に
ど
の
よ
う
に
維
摩
会
に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
延
喜
式
』
に
い
く
つ
か
規
定
が
見
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
掲

署
名
す
る
と
い
う
先
の
想
定
と
含
致
す
る
。

藤
原
正
光
）
（
藤
原
陳
政
）
（
藤
原
相
サ
）
（
藤
原
重
家
）

]
足
。
此
大
蔵
卿
・
内
蔵
頭
・
左
馬
頭
・
先
少
将
井
予
[
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停
止
、
六
位
以
下
は
季
禄
を
没
収
す
る
（
史
料
d
)
と
あ
る
。

平安時代の興福寺維摩会と藤原氏

凡
参
興
福
寺
国
忌
官
人
已
下
、
井
散
位
五
位
已
上
、
給
上
日
五
箇
日
一
。
広
瀬
、
龍
田
祭
使
亦
同
。
参
春
日
祭
井
維
摩
、
最
勝

食
散
位
五
位
已
上
准
レ
此
。
但
待
一
太
政
官
所
レ
下
名
簿
一
乃
給
之
。

凡

PIレ
参
薬
師
寺
最
勝
会
、
興
福
寺
国
忌
井
維
摩
会
主
氏
、
藤
原
氏
若
不
参
者
、
五
位
已
上
不
レ
預
新
官
会
節
＼
六
位
已
下
官
奪

右
の
史
料
に
よ
る
と
、
維
摩
会
に
参
加
す
る
氏
人
は
維
摩
会
に
奉
仕
す
る
上
日
と
し
て
五
日
間
（
史
料
C
)
、
奉
仕
以
外
の
往
復
所
要
日

数
を
考
慮
し
て
、
「
往
還
上
日
四
箇
日
」
が
認
め
ら
れ
る
（
史
料

a
)
が
、
誰
が
参
加
す
る
か
は
藤
原
氏
行
事
大
夫
が
藤
原
氏
の
中
で
障
り

が
な
い
人
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
史
料
b
)
。
そ
し
て
、
維
摩
会
に
不
参
し
た
氏
人
に
つ
い
て
、
五
位
以
上
は
新
嘗
会
節
へ
の
参
加

一
季
禄
一
。
其
参
不
者
、
待
太
政
官
所
レ
下
簿
知
之
。

[
史
料
d
]
『
延
喜
式
』
巻
18
式
部
式
上

76
条

[
史
料
C
]

「
延
喜
式
』
巻
18
式
部
式
上

72
条

凡
参
春
日
祭
井
薬
師
寺
最
勝
会
、
及
興
福
寺
維
摩
会
王
氏
、
藤
原
氏
五
位
已
上
六
位
已
下
、
見
役
之
~
給
口
往
還
上
日
四
箇
日
。

参
大
原
野
祭
藤
原
氏
、
給
上
日
二
箇
日
。
其
散
位
五
位
以
上
、
外
記
録
見
参
歴
名
一
、
下
一
式
部
省
一

0

凡
興
福
寺
国
忌
井
維
摩
会
者
、
藤
原
氏
行
判
だ
夫
点
一
一
定
氏
中
無
レ
障
之
輩
＼
即
付
い
パ
記
。
外
記
申
大
臣
令
レ
参
。
事
畢
之
後
、

録
見
参
歴
名
奏
間
。
若
有
不
参
者
一
、
下
式
兵
二
省
、
五
位
已
上
不
レ
預
節
会
、
六
位
以
下
官
人
奪
一
季
禄
一
。
王
氏
参
一
一
薬

師
寺
最
勝
会
亦
同
。

[
史
料
b
]
『
延
喜
式
』
巻
11
太
政
官
式
84
条

[
史
料

a
]
『
延
喜
式
』
巻
11
太
政
官
式
83
条

f
る。

・・
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『
延
喜
式
』

の
規
定
の
う
ち
、
史
料
b
の
「
藤
原
氏
行
事
大
夫
」
に
つ
い
て
は
説
明
を
要
す
る
。
土
橋
氏
は
『
西
宮
記
』

勧
学
院
進
会
参
人
央
名
、
長
者
仰
外
記
廻
仰
。
〈
延
喜
式
云
、
氏
付
外
記
。
々
々
申
大
臣
云
々
。
〉
差
一

1

氏
弁
為
二
勅
使
＼

〈
給
前
奏
問
請
宣
旨
。
〉
使
婦
後
、
長
者
以
所
レ
進
文
等
、
付
内
侍
所
ー
奏
閉
。
〈
付
外
記
年
分
文
。
不
レ
下
付
弁
一
。
〉
令

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
藤
氏
長
者
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
維
摩
会
の
参
加
者
に
つ
い
て
は
「
無
レ
障
之
輩
」
で
藤
氏
長
者
が
選
べ
ば
誰
で
も

1̀9) 

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
史
料
ー
の
規
定
に
よ
り
九
人
し
か
参
加
で
き
な
い
た
め
、
あ
る
程
度
制
限
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
た
。

た
だ
、
氏
人
の
参
加
が
あ
る
程
度
制
限
さ
れ
た
の
は
首
肯
で
き
る
と
し
て
も
、
「
藤
原
氏
行
事
大
夫
」
に
つ
い
て
は
、
史
料
b
が
『
貞
観

式
』
当
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
『
西
宮
記
』
と
の
字
句
の
相
違
に
つ
い
て
は
説
明
が
必
要
で
あ
る
し
、
大
夫
が
一
般
的
に
四
位

(20) 

五
位
を
指
す
と
す
る
な
ら
ば
、
史
料
ー
に
あ
る
よ
う
に
「
氏
弁
」
（
勧
学
院
別
当
）
を
指
す
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
『
西
宮
記
』
の
規
定
は
、
勧
学
院
が
氏
長
者
に
「
会
参
人
央
名
」
を
提
出
す
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
は
読
み
取
れ
ず
、
藤
氏
長
者

で
は
な
く
、
氏
弁
（
勧
学
院
別
当
）
が
主
体
的
に
作
成
し
、
氏
長
者
が
そ
れ
を
承
認
す
る
と
い
う
の
が
実
態
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

[
史
料
7
]
『
政
事
要
略
』
巻
26
年
中
行
事
十
一
月
新
嘗
祭
所
引
「
清
涼
記
』
天
慶
五
年
（
九
四
二
）
十
一
月
二
十
五
日
条

か
。

新
嘗
祭
。
右
大
将
実
頻
卿
付
卜
諸
国
司
申
一
擁
政
及
未
レ
赴
レ
任
等
、
可
レ
申
宣
旨
者
央
名
子
右
大
弁
相
職
朝
臣
ー
令
レ
奏
。
又
不
レ
参

維
摩
会
弾
正
大
弼
藤
原
中
正
、
病
故
申
文
同
付
令
レ
奏
。
〈
件
朝
臣
病
由
、
大
将
知
レ
之
。
故
令
レ
奏
。
其
余
不
一
分
明
一
者
皆
除
。
〉

相
職
朝
臣
云
、
先
例
若
奏
維
摩
会
不
レ
参
者
細
勺
大
将
問
一
諸
卿
＼
亦
不
分
明
。
即
且
取
返
其
申
文
、
令
レ
奏
一
其
余
一
。
相

職
朝
臣
即
仰
大
将
云
、
春
道
宿
祢
秋
成
、
播
磨
宿
祢
武
道
遣
〖
熾
使
。
宜
レ
入
見
参
。
人
将
召
大
外
記
三
統
公
忠
、
問
卜
奏

外
記
付
内
侍
所
一
也
云
々
。

巻
六
・
維
摩
会
事
に

右
に
掲
げ
た
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な
さ
れ
た
こ
と
を
許
し
ん
で
い
る
。

一
維
摩
会
不
レ
参
者
障
之
例
上
。
申
云
、
差
文
及
参
不
勘
文
等
皆
奏
レ
之
。
大
将
云
、
然
則
必
可
レ
奏
レ
之
。
即
仰
卜
秋
成
等
可
レ
入
二
見

参

mi卜
。
右
大
弁
奏
了
。
仰
一
大
将
一
云
、
有
レ
例
者
可
レ
入
一
見
参
一
。
大
将
即
重
告
レ
可
レ
奏
一
中
正
朝
臣
障
由
一
。
（
後
略
）

史
料
d
に
基
づ
く
処
分
が
検
討
さ
れ
て
い
る
事
例
が
史
料
7
で
あ
る
。
し
か
し
、
病
に
よ
り
維
摩
会
に
不
参
し
た
藤
原
中
正
の
処
分
に

つ
い
て
は
す
ぐ
に
結
論
が
出
ず
、
即
座
に
史
料
d
の
処
分
規
定
を
適
用
し
て
い
な
い
点
は
注
意
を
要
す
る
。

さ
ら
に
、
十
世
紀
末
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
な
処
分
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

或
説
云
、
昨
夕
不
レ
参
一
維
摩
会
一
五
位
六
位
合
七
人
、
被
レ
下
一
停
任
宣
旨
一
云
々
。
已
無
一
新
起
請
＼
忽
有
ご
此
事
一
。
傾
奇
不
レ
少
如

[
史
料
9
]
『
権
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
＋
一
月
―
一
日
条

（
道
長
）

丞
相
仰
云
、
維
摩
会
春
日
祭
無
レ
故
不
参
者
、
叙
位
除
目
之
時
所
レ
進
申
文
、
氏
蔵
人
等
不
レ
可
レ
取
伝
奏
一
之
。

史
料
8
で
は
維
摩
会
不
参
の
五
位
六
位
官
人
の
官
職
停
任
が
実
施
さ
れ
、
史
料
9
で
は
維
摩
会
と
春
日
祭
不
参
の
者
に
対
す
る
叙
位
・

除
目
の
道
を
閉
ざ
す
と
い
う
処
分
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
処
分
は
史
料
d
の
規
定
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
点
は
当
該
期
の
季
禄
等
の

(21) 

形
骸
化
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
史
料
8
で
は
、
実
資
が
「
已
無
一
新
起
請
＼
忽
有
一
＿
此
事
一
。
傾
奇
不
レ
少
如
何
」

と
記
し
て
お
り
、
新
し
い
法
規
定
が
制
定
さ
れ
て
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
停
任
宜
旨
と
い
う
史
料
d
と
は
異
な
る
趣
旨
の
処
分
が

つ
ま
り
、
史
料
8
の
時
点
で
氏
長
者
で
あ
っ
た
藤
原
道
隆
は
、
史
料
d
よ
り
も
ダ
メ
ー
ジ
が
大
き
い
処
分
を
下
し
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
史
料
7
の
時
点
で
史
料
d
に
即
し
た
処
分
が
速
や
か
に
決
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
史
料
d
の

処
分
自
体
が
実
態
の
な
い
も
の
と
化
し
て
き
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
て
、
史
料
8
.
9

何。

[
史
料
8
]
『
小
右
記
』
正
暦
元
年
（
九
九

0
)
十
月
二
十
六
日
条
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長
保
三
年
三
月
―

-
H条
に
は
行
成
が
正
暦
三
年
に
没
し
た
故
恵
子
女
王
の
年
官

い
中
宮
少
進
と
な
っ
た

（
『
同
』
長
保
一
一
年
二
月
―

-t五
H
条）

ほ
か
、
『
同
』

そ
の
点
に
関
連
す
る
事
柄
と
し
て
、
氏
人
の
維
摩
会
参
加
の
様
相
に
つ
い
て

検
討
し
て
お
き
た
い
。
維
摩
会
に
は
勅
使
と
し
て
弁
別
当
（
氏
弁
）
が
下
向
し

〈
藤
氏
学
生
別
曹
、
長
者
及
公
卿
別
当
、
弁
、
有
官
・
無
官
別
当
行
院
事
。
有

学
頭
、
有
年
挙
。
〉
」
と
み
え
る
勧
学
院
有
官
・
無
官
別
当
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
に
先
に
推
定
し
た
よ
う
に
、
氏
弁
が
選
ん
だ
氏
人
が
参
加
し
た
。

当
時
、
氏
弁
で
あ
っ
た
藤
原
行
成
が
維
摩
会
勅
使
と
し
て
下
向
し
た
長
保
元

年
の
際
の
参
加
者
は
、
表
4
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
参
会
が
確
実
と

思
わ
れ
る
四
人
の
う
ち
、
藤
原
行
忠
は
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
以
来
勧
学
院
打

官
別
当
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
行
す
る
の
は
当
然
と
い
え
る
。
藤
原
陳
泰
は
藤

(22) 

原
実
資
と
の
私
的
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
ほ
か
、
『
権
記
』
長
徳
一
云
一
年
七
月
十
八

（
藤
椋
詮

f
)

日
条
に
「
右
衛
門
少
尉
藤
原
陳
泰
為
検
非
違
使
一
之
宣
旨
下
。
束
三
条
院

被
レ
奏
広
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
東
一
一
一
条
院
の
推
旗
で
検
非
違
使
に
な
っ
た
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
東
三
条
院
別
当
の
行
成
と
の
関
係
形
成
の
機
会
が

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
維
摩
会
へ
の
参
会
後
、
彼
は
藤
原
彰
子
立
后
に
伴

た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
同
行
し
た
の
が
『
西
宮
記
」
巻
八
諸
院
に
「
勧
学
院
。

に
み
ら
れ
る
新
し
い
処
分
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

表4 長保元年の維摩会参加者

見舞いヵ 平親伯（修理大夫）、橘元惜（行成に同行も 10/12帰洛、行成との親密

な関係）、橘忠範（元撹にIn]じ）

源忠良 (10/14来）、源為文（忠良に同じ）、藤原輔公 (10/14夜来）、
藤原信経（輔公に同じ）

某為資（藤原ヵ。輔公に同じ）、藤原成房 (10/15来、行成との親密な

関係）

陪従 官掌丹波得任、某久範（蔵人所小舎人）

夫多ムぢ 藤原行忠（勧学院有官別当）、某季和朝臣、藤原陳泰（右衛門尉、 14B 

朝座に参会）

参会ヵ 藤原為度（前伊豆守、 10/12参、 13日に明日 14日が忌日であるとして

帰洛）

藤原孝理（兵部丞、 10/12参、 14B朝帰洛）

不明 （物部力）邦忠

※ 『権記』 をもとに作成。
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こ
の
中
で
注

H
さ
れ
る
の
は
、
為
定
が
宗
俊
・
宗
忠
の
一
―
代
に
わ
た
っ
て
関
係
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
為
定
が
こ
の
よ
う
な

関
係
か
ら
、
維
摩
会
の
参
加
を
許
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
か
え
よ
う
。

ま
た
、
以
上
の
点
を
維
摩
会
勅
使
と
し
て
下
向
す
る
氏
弁
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
、
自
ら
の
家
人
と
言
う
べ
き
人
物
を
同
行
さ
せ
る
こ

康
和
四
年

I
 

0
1
1
)
 
・
止
月
五
日
加
階
を
申
請
す
る
も
認
め
ら
れ
ず
（
以
上
、
『
中
右
記
』
）

同
年
十
一
月
―

-t日
大
原
野
祭
に
祝
師
と
し
て
奉
仕

同
年
十
一
月
十
三
日

宗
忠
の
小
童
元
服
に
供
奉

承
徳
二
年

(
1
0
九
八
）
卜
月
十
日

「
氏
人
散
位
」
と
し
て
維
摩
会
に
奉
仕

永
長
元
年

(
1
0
九
六
）
十
二
月
二
十
九
日

未
給
（
京
官
一
二
分
給
二
人
分
）
を
年
爵
に
切
り
替
え
て
募
り
、
そ
の
結
果
を
陳
泰
に
告
げ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
う

し
た
行
成
と
陳
泰
の
関
係
形
成
が
、
陳
泰
の
維
摩
会
参
加
に
つ
な
が
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。

次
に
、
藤
原
宗
忠
が
卜
向
し
た
承
徳
二
年
の
事
例
（
藤
原
泰
俊
・
為
定
）
を
見
て
み
よ
う
。
藤
原
泰
俊
は
勧
学
院
有
官
別
当
と
し
て
維

摩
会
に
奉
仕
し
て
い
る
の
で
、
先
の
藤
原
行
忠
と
同
様
に
理
解
で
き
る
。

承
保
二
年

(
1
0
七
万
）

同
一
―
年

(
1
0
九
五
）

八
月
十
一
日

嘉
保
元
年

(
1
0
九
四
）
十
一
月
二
十
二
日

四
月
―
-
+
-
―
一
日

大
納
言
藤
原
宗
俊
（
宗
忠
の
父
）

同
右
（
以
上

本
位
に
復
す
（
『
中
右
記
』
詞
日
条
裏
書
、
『
後
一
一
条
師
通
記
』
）

『
中
右
記
』
）

吉
田
祭
の
和
舞
に
奉
仕

寛
治
六
年

(
1
0
九
―
-
）
七
月
一
一
十
五
日

の
初
め
て
の
着
陣
に
前
駆
と
し
て
奉
仕

承
暦
二
年

(
1
0
七
八
）
六
月
十
八
日
処
分
を
待
た
ず
し
て
帰
洛
し
、
再
配
流
（
同
右
）

表
風
に
し
て
掲
げ
る
。

常
陸
国
に
配
流
（
『
扶
桑
略
記
』

一
方
、
藤
原
為
定
は
比
較
的
詳
細
な
動
向
が
分
か
る
の
で
、
年
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る
で
あ
ろ
う
。
氏
と
家
に
つ
い
て
は
、

一
度
切
り
離
し
た
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。

と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
維
摩
会
に
参
加
し
た
氏
人
が
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
家
人
だ
っ
た
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い

が
、
そ
う
し
た
人
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
史
料
9
に
立
ち
返
る
と
、
そ
の
時
点
の
氏
長
者
は
道
長
で
あ
っ
た
が
、
史
料
4
に
み
ら
れ
る
道
長
に
よ
る
維
摩
会
へ
の
氏
公
卿
ら

の
引
率
と
い
う
特
殊
な
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
氏
人
の
統
制
と
い
う
点
で
も
道
長
に
画
期
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ぜ
道
長
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
維
摩
会
を
介
し
た
氏
人
の
統
制
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
視
点
を
変
え

て
、
道
長
以
前
の
家
の
寺
と
の
関
係
お
よ
び
藤
原
師
通
に
よ
る
処
分
方
法
を
検
討
し
て
み
た
い
。

で
は
な

興
福
寺
が
藤
原
氏
の
氏
寺
と
な
っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
の
議
論
は
次
章
に
譲
る
が
、
興
福
寺
と
そ
の
他
の
家
の
寺
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、
瀧
浪
貞
子
氏
が
藤
原
基
経
創
建
の
極
楽
寺
で
行
わ
れ
た
菊
会
と
興
福
寺
維
摩
会
と
の
関
係
を
論
じ

て
お
り
、
極
楽
寺
の
菊
会
が
十
月
に
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
時
影
響
カ
・
求
心
力
が
衰
え
て
い
た
興
福
寺
お
よ
び
維
摩
会
に
代

わ
る
存
在
と
し
て
、
極
楽
寺
と
菊
会
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
道
隆
・
道
長
段
階
の
維
摩
会
の
状
況
を
捨
象
し
た
議

論
に
基
づ
く
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
首
肯
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
維
摩
会
と
菊
会
の
関
係
は
氏
の
始
祖
で
あ
る
鎌
足
を
供
養
し
、
氏
の
結

集
を
図
る
維
摩
会
、
家
の
祖
で
あ
る
基
経
を
供
養
し
、
家
の
紐
帯
を
確
認
す
る
菊
会
と
い
う
、
相
互
補
完
的
性
格
を
見
い
だ
す
方
が
妥
当

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
興
福
寺
で
同
様
に
行
わ
れ
る
、
内
麻
呂
顕
彰
の
た
め
の
法
華
会
に
も
、
そ
の
よ
う
な
評
価
が
与
え
ら
れ

藤
原
師
通
の
処
分
方
法
に
つ
い
て
は
、
『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
一
二
年

(
1
0
八
九
）
十
月
三
十
日
条
に
、
師
通
が
維
摩
会
不
参
の
者
に

対
し
、
怠
状
を
提
出
さ
せ
た
こ
と
が
み
え
る
。
こ
こ
に
み
え
る
怠
状
と
は
、
職
務
怠
慢
に
よ
り
提
出
さ
せ
る
こ
と
で
現
任
の
官
職
を
解
き
、

免
じ
ら
れ
る
ま
で
公
的
行
事
へ
の
参
列
も
制
限
さ
れ
る
処
分
方
法
で
あ
っ
た
。
師
通
は
院
近
臣
と
競
合
す
る
立
場
に
あ
り
、
そ
う
し
た
点

か
ら
氏
の
結
集
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
か
か
る
必
要
性
は
権
力
基
盤
を
安
定
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
道
長
や
、
王
権
と
の
外
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仰
書

[
史
料
10]
『
朝
野
群
載
』
巻
七
摂
録
家
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
＋
一
月
二
十
日
摂
政
家
仰
書

送
勧
学
院

（
藤
原
頓
忠
）

被
太
政
大
臣
宜
備
、
備
前
国
鹿
田
庄
者
、
任
一
一
度
々
官
符
旨
召
国
司
寄
人
等
、
殊
被
苛
責
之
由
、
度
々
言
上
。
的
去
年
十

あ
ろ
う
か
。

第
四
章

実
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

戚
関
係
を
有
さ
な
い
藤
原
忠
実
も
同
様
で
、
忠
実
は
家
政
機
関
の
整
備
、
氏
人
お
よ
び
興
福
寺
へ
の
統
制
な
ど
を
行
う
こ
と
で
、
摂
関
家

と
し
て
の
権
力
基
盤
を
安
定
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
要
す
る
に
、
道
降
・
道
長
↓
師
通
↓
忠
実
と
い
う
各
氏
長
者
が
抱
え
る

様
々
な
政
治
的
課
題
に
対
処
す
る
た
め
氏
の
結
集
が
図
ら
れ
、
氏
人
の
統
制
に
関
す
る
処
分
方
法
が
案
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
不
参
者
に
対
す
る
季
禄
没
収
規
定
が
形
骸
化
し
て
い
く
の
に
際
し
、
道
隆
・
道
長
は
官
職
体
系
へ
の

制
限
と
い
う
有
効
な
方
策
を
講
じ
、
そ
う
し
た
流
れ
が
『
執
政
所
抄
』
と
い
う
家
政
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
完
成
さ
せ
た
忠
実
に
よ
っ
て
結

以
上
が
維
摩
会
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
興
福
寺
が
藤
原
氏
の
氏
寺
と
称
さ
れ
て
久
し
い
が
、
最
後
に
視
点
を
変
え
て
摂
関

期
に
お
け
る
氏
寺
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
呆
た
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
、
如
卜
の
私
見
を
補
強
し
た
い
。

藤
原
氏
と
興
福
寺

今
ま
で
の
検
討
か
ら
、
維
摩
会
と
い
う
氏
の
仏
事
が
藤
原
氏
に
と
っ
て
、
氏
の
結
集
を
図
る
上
で
大
き
な
意
義
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
従
来
か
ら
藤
原
氏
の
氏
寺
と
さ
れ
る
興
福
寺
自
体
は
、
藤
原
氏
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
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一
方
、
兼
家
は
第
一
章
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

二
月
為
レ
聞
其
実
否
＼
差
ー
一
左
京
大
属
真
髪
部
久
鑑
、

F
遣
彼
国
。
妥
理
兼
朝
臣
窃
以
上
洛
、
多
注
ー
無
実
経
一
奏
聞
、
公
家

偏
任
国
解
文
、
解
却
久
鑑
所
レ
帯
官
一
。
又
被
レ
下
下
可
レ
追
捕
庄
司
等
宜
旨
ー
。
理
兼
朝
臣
逐
電
帰
レ
国
、
招
一
集
数
百
人
兵
。

去
月
廿
五
日
乱
入
庄
内
、
捕
縛
久
鑑
井
庄
司
等
、
訂
開
庄
倉
一
、
下
取
地
子
米
一
二
百
廿
石
一
、
運
納
遷
替
記
。
捉
捐
久
鑑
及

庄
司
等
、
帰
向
国
府
＼
令
レ
拷
一
掠
庄
司
一
。
又
損
亡
庄
司
寄
人
等
居
宅
三
百
余
恨
、
捜
-

1

取
内
財
雑
物
＼
井
運
取
庄
司
近
江

橡
下
野
守
真
宅
内
財
物
後
、
放
レ
火
焼
〗
」
其
宅
＿
已
了
。
件
庄
氏
之
長
者
、
代
々
伝
知
、
以
其
応
輸
、
允
用
大
原
野
二
季
祭
饗
、

興
福
寺
長
講
法
花
両
会
非
゜
而
庄
家
悉
亡
、

IIl
貫ハ^
n
レ
絶
、
仏
神
例
用
物
可
一
闊
怠
一
。
理
兼
朝
臣
猥
参
氏
族
之
末
交
、
是
破
祖

宗
之
本
志
＼
已
類
木
中
之
壼
一
。
何
踏
二
猶
前
之
塵
一
。
本
系
取
レ
氏
、
又
除
其
名
、
莫
広
＂
レ
預
一
参
氏
事
一
。
是
与
氏
諸
卿
、

寛
和
二
年
十
一
月
廿
日

史
料

10
は
寛
和
二
年
に
起
き
た
備
前
国
鹿
田
庄
事
件
を
受
け
て
、
摂
関
家
が
勧
学
院
に
送
付
し
た
仰
書
で
、
「
大
原
野
二
季
祭
饗
」
や

「
興
福
寺
長
講
法
化
両
会
料
」
な
ど
藤
原
氏
の
氏
行
事
執
行
の
財
源
を
供
出
す
る
鹿
田
庄
を
焼
き
討
ち
し
た
藤
原
坪
兼
を
藤
原
氏
か
ら
放

氏
、
す
な
わ
ち
追
放
処
分
と
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
、
こ
の
理
兼
は
し
ば
ら
く
し
て
処
分
が
解
か
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
未
来
永
劫

藤
原
氏
か
ら
放
氏
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

な
お
こ
の
時
、
太
政
大
臣
藤
原
頻
忠
が
右
の
処
分
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。
『
公
卿
補
任
』
寛
和
二
年
条
に
よ
れ
ば
、

頼
忠
は
花
山
天
皇
の
出
家
を
受
け
た
一
条
天
皇
の
即
位
に
よ
り
、
六
月
一
一
卜
三
日
に
関
白
随
身
等
を
停
止
さ
れ
る
が
、
太
政
大
臣
は
故
の

如
し
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
十
月
六
日
に
は
元
の
如
く
随
身
を
賜
与
さ
れ
て
い
る
。

七
月
二
十
日
に
右
大
臣
を
辞
任
し
た
も
の
の
、
摂
政
は
留
任
し
て
お
り
、
八
月
二
十
五
日
に
は
准
三
宮
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

時
点
で
頓
忠
と
は
位
階
の
点
で
は
ほ
と
ん
ど
差
が
な
か
っ
た
兼
家
が
摂
政
准
一
三
宮
と
い
う
待
遇
に
よ
り
、
氏
長
者
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

餃
議
所
に
疋
也
。
須
卜
伝
後
代
、
懲
中
彼
不
義
ー
者
。

別
当
民
部
大
丞
藤
原
為
信
〈
奉
〉
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て
い
る
と
言
え
る
。

に
な
る
の
で
あ
る
。
氏
長
者
は
原
則
的
に
氏
に
お
け
る
官
位
第
一
の
者
が
就
任
す
る
と
さ
れ
、
官
位
の
逆
転
に
よ
り
、
氏
長
者
が
交
代
す

(30) 

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
頻
忠
が
史
料

10
に
お
け
る
処
分
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
不
整
合
な
実
態
に
つ
い
て
、
中
野
栄
夫
氏
は
花
山
天
皇
出
家
に
伴
う
政
治
的
混
乱
を
想
定
し
、
西
村
健
太
郎
氏
は

(32) 

補
任
』
誤
記
説
を
主
張
し
、
兼
家
で
は
な
く
頓
忠
が
氏
長
者
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
は
頼
忠
の
立
場
を
再
評
価
し
つ
つ
、

そ
も
そ
も
こ
の
時
、
兼
家
が
初
の
大
臣
非
兼
幣
の
摂
政
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
ま
で
は
太
政
大
臣
と
な
っ
て
か

ら
摂
政
に
任
命
さ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
り
、
そ
う
し
た
イ
レ
ギ
ュ
ラ
）
な
任
官
は
、
官
位
第
一
の
者
が
務
め
る
氏
長
者
の
あ
り
方
に
多
少

な
り
と
も
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
兼
家
と
頓
忠
が
位
階
の
上
で
は
ほ
ぼ
同
格
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
維
摩
会
の
布
施
を
出
す
際
の
「
次
人
」
「
第
一
一
人
」
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
料

10
は
氏
長
者
は
官
位
第
一
の
者
が
就
任
す

る
と
い
う
従
来
の
あ
り
方
と
、
大
臣
非
兼
帯
と
い
う
新
し
い
方
式
と
の
間
の
折
衷
策
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
史
料
10
の
太
政
大

臣
宣
は
、
氏
長
者
と
官
位
第
二
位
の
者
に
よ
る
役
割
分
担
、
ま
さ
に
過
渡
期
的
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

迂
遠
な
検
討
と
な
っ
た
が
、
興
福
寺
に
お
け
る
長
講
会
・
法
花
会
な
ど
藤
原
氏
の
氏
行
事
執
行
の
た
め
の
財
源
は
鹿
田
荘
が
供
出
し
て

お
り
、
そ
こ
を
焼
き
払
っ
た
藤
原
理
兼
に
放
氏
の
処
分
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
藤
原
氏
内
部
に
お
け
る
氏
族
秩
序
の
一
側
面
を
示
し

氏
族
秩
序
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
永
承
一
一
年

(
1
0
四
七
）
の
興
福
寺
造
営
（
『
造
興
福
寺
記
』
永
承
二
年
二
月
十
七

R
条
）
も
同
様
に

理
解
で
き
る
。
こ
の
時
、
氏
長
者
藤
原
頼
通
が
藤
原
氏
の
諸
大
夫
（
四
位
五
位
）
に
興
福
寺
造
営
費
用
の
た
め
の
知
識
物
を
要
請
し
た
の

(33) 

で
あ
る
が
、
全
体
的
に
摂
関
家
以
外
の
広
範
囲
の
藤
原
氏
の
関
与
が
見
受
け
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
興
福
寺
が
藤
原
氏
の
末
端
ま
で

結
集
さ
せ
る
氏
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
南
家
藤
原
菅
根
ら
が
曾
祖
父
黒
麻
呂
以
来
の
庄
園
で
あ
る
上
総
国
藻
原
庄
と
、

以
下
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
。

『
公
卿
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前
略
）
山
階
寺
被
レ
献
一
一
犯
人
二
人

[
史
料
11]
『
永
昌
記
』
天
永
二
年
（

祖
父
春
継
以
来
の
庄
園
で
あ
る
田
代
庄
と
を
興
福
寺
に
施
人
し
た
と
い
う
『
朝
野
群
載
』
巻
一
七
・
寛
平
二
年
（
八
九

0
)

入
帳
も
然
り
で
あ
る
。
そ
の
際
、
菅
根
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
に
つ
い
て
、
藻
原
庄
は
「
諸
聖
衆
之
供
給
」
、
田
代
庄
は
「
維
摩
会
之
資

用
」
に
指
定
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
興
福
寺
お
よ
び
維
摩
会
が
系
統
を
間
わ
ず
、
藤
原
氏
を
結
集
し
て
い
く
上
で
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と

の
証
左
と
な
ろ
う
。

（
藤
原
）
（
藤
原
忠
実
）

〈
殺
害
。
〉
、
盗
犯
給
検
非
違
使
盛
重
。
殿
下
仰
云
、
御
堂
御
記
、
山
階
寺
召
進
犯
人
、
可
レ

（
平
時
範
）

給
氏
検
非
違
使
者
。
伯
召
一
藤
原
朝
臣
盛
重
一
也
。
案
レ
之
、
大
少
諸
事

nf
レ
被
レ
仰
氏
人
欺
。
故
右
大
丞
執
事
之
日
、
雖
一
異

姓
労
以
奉
行
。

史
料
11
に
よ
れ
ば
、
天
永
二
年
に
興
福
寺
が
殺
人
強
盗
犯
の
身
柄
を
差
し
出
し
て
き
た
際
、
そ
の
身
柄
受
け
取
り
の
検
非
違
使
に
は
藤

原
盛
重
が
任
命
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
藤
原
忠
実
が
「
氏
検
非
違
使
」
を
派
遣
し
た
と
い
う
『
御
堂
関
白
記
』

を
持
ち
出
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
が
、
『
永
昌
記
」
の
記
主
で
あ
る
藤
原
為
隆
は
平
時
範
が
執
事
の
時
に
は
異
姓
の
平
氏
で
あ
っ
て

も
身
柄
引
き
渡
し
の
業
務
に
当
た
っ
た
事
例
を
持
ち
出
し
て
、
忠
実
の
行
為
を
批
判
し
て
い
る
。

時
範
が
執
事
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
藤
原
師
通
の
家
司
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
「
雖
異
姓
労
以
奉
行
」
と
い
う

の
は
、
時
範
が
検
非
違
使
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
「
弁
官
補
任
』
に
は
嘉
保
元

(
1
0
九
四
）
年
十
二

月
十
七
日
に
右
衛
門
権
佐
、
承
徳
元
年

(
-
0
九
七
）
正
月
一
―
|
九
日
に
左
衛
門
権
佐
、
同
二
年
七
月
九
日
の
因
幡
守
任
官
を
以
て
左
衛

(36) 

門
権
佐
を
去
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
間
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
道
長
の
時
は
藤
原
氏
の
検
非
違
使
を
派
遣
し
、
忠

実
も
そ
れ
に
倣
っ
た
が
、
師
通
は
自
ら
の
家
司
を
派
遣
し
た
の
で
あ
る
。

-35-

―
―
-
）
十
一
月
二
十
一
日
条

八
月
五
日
施

の
事
例

こ
の
よ
う
な
動
向
も
、
道
長
・
師
通
・
忠
実
が
維
摩
会
を
氏
の
結
集
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
、
先
の
指
摘
に
合
致
す
る
も
の
と
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宮
司
可
奉
什
之
由
有
レ
定
。
伯
権
亮
邦
恒
朝
臣
所
勤
仕
一
也
。

い
え
よ
う
。
従
来
の
研
究
で
は
、
氏
か
ら
家
へ
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
が
、
氏
と
い
う
枠
組
み
は
こ
の
時
に
も
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
興
福
寺
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
春
日
祭
に
つ
い
て
は
氏
長
者
が
神
馬
、
氏
人
が
幣
吊
を

送
っ
て
お
り
、
幣
吊
に
つ
い
て
は
藤
原
忠
実
の
女
で
あ
る
「
姫
君
」
勲
子
（
後
の
泰
子
）
ま
で
が
送
っ
て
い
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
鹿

島
社
に
つ
い
て
も
鹿
島
使
発
遣
に
伴
っ
て
、
大
臣
が
封
戸
を
鹿
島
杜
に
寄
進
し
て
い
る
例
や
、
氏
長
者
就
任
を
鹿
島
社
に
報
告
す
る
慣
例

（
『
御
堂
関
白
記
』
長
徳
元
年
七
月
十
四
日
条
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
次
の
史
料
を
参
考
の
た
め
に
掲
げ
て
お
き
た
い
。

[
史
料
12]
『
行
親
記
』
長
暦
元
年

(
1
0
三
七
）
七
月
―
―
十
五
日
条
（
『
続
々
群
書
類
従
』
五
所
収
）

（

藤

瓶

）

（

安

倍

）

今

H
権
亮
邦
恒
朝
臣
召
陰
陽
師
時
親
令
一
勘
申
、
可
レ
被
レ
発
遣
鹿
嶋
使
日
時
、
即
以
勘
文
先
覧
一
大
夫
一
。
次
覧
一
殿
下
。

ぶ
唸
児

召
権
少
進
範
基
、
仰
卜
可
レ
勤
仕
鹿
島
使
一
之
由
ー
。
召
一
大
内
品
孝
親
仰
卜
可
レ
作
告
文
之
由
ー
。
上
東
門
院
例
以
一
常
陸
国
御

封
十
五
姻
被
レ
奉
鹿
島
社
、
同
国
御
封

□□
姻
被
レ
奉
一
香
取
杜

1

、
下
総
国
御
封
被
恥
可
施
薬
院
一
。
而
先
例
又
以
ー
一
各
本
国
御
封

被
レ
寄
者
。
伯
此
度
以
常
陸
国
卜
五
姻
封

□人
被
レ
奉
一
鹿
島
社
ー
、
以
下
総
国
御
封
十
姻
被
レ
奉
ー
香
取
社
一
。
件
奉
幣
行
事
氏

史
料
12
に
よ
れ
ば
、
藤
原
頼
通
の
鹿
島
社
へ
の
封
戸
寄
進
に
つ
い
て
、
「
上
東
門
院
例
」
が
参
看
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
上
東
門
院
彰
子

も
氏
長
者
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
高
松
百
香
氏
は
院
政
期
に
上
束
門
院
故
実
が
摂
関
家
に
参
照
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
史
料
12
は
そ
の
先
樅
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
お
り
、
氏
の
結
集
を
ひ
も
と
く
材
料
に
な

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
以
上
は
紹
介
に
と
ど
め
る
が
、
興
福
寺
で
の
氏
の
仏
事
、
春
日
杜
・
大
原
野
杜
で
の
氏
の
祭
祀
が
、

連
関
性
を
も
っ
て
藤
原
氏
の
結
集
に
寄
与
し
て
い
る
の
か
を
総
合
的
に
検
討
し
て
い
く
必
要
性
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

い
か
な
る

と
こ
ろ
で
、
興
福
寺
や
維
摩
会
を
介
し
た
氏
の
結
集
と
い
う
の
は
、
奈
良
時
代
か
ら
続
い
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
「
Jj
葉
佑
』
巻
八
・
一
五
九
四
番
左
注
に
「
右
、
冬
十
月
、
皇
后
宮
之
維
摩
講
終
日
、
供
養
大
庫
高
麗
等
種
々
音
楽
一
、
か
乃
唱
一
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れ
て
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

此
歌
詞
。
弾
レ
琴
者
市
原
王
、
忍
坂
王
〈
後
賜
一
姓
大
原
真
人
赤
麻
呂
也
。
〉
歌
子
者
田
口
朝
臣
家
守
、
河
辺
朝
臣
東
人
、
置
始
連
長
谷

等
十
数
人
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
光
明
子
が
皇
后
宮
で
維
摩
会
を
執
行
し
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
も
の
の
、
参
加
し
て
い
る
官
人
か
ら
す

れ
ば
、
藤
原
氏
の
氏
の
結
集
に
寄
与
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
勅
、
維
摩
会
如
レ
本
於
一
興
福
寺
一
行
、
永

不
移
転
。
先
レ
是
、
或
於
長
岡
神
足
家
屈
戸
之
、
或
就
南
都
法
華
寺
開
講
。
初
有
此
宣
旨
也
」
（
『
扶
桑
略
記
』
延
暦
二
十
一
年

十
月
条
）
と
あ
る
よ
う
な
紆
余
曲
折
、
政
治
抗
争
に
よ
る
藤
原
氏
の
不
振
を
嘆
い
た
藤
原
内
麻
呂
が
藤
原
氏
の
結
集
を
企
屈
し
て
、
興
福

ら
を

寺
南
円
堂
を
建
立
し
た
と
い
う
点
（
『
興
福
寺
伽
藍
縁
起
』
）
を
踏
ま
え
れ
ば
、
興
福
寺
の
維
摩
会
が
氏
の
仏
事
と
し
て
確
立
さ
れ
て
く
る

具
体
的
な
時
期
と
し
て
は
、
崇
親
院
の
建
立
を
通
し
て
氏
の
結
集
を
図
っ
て
い
た
藤
原
良
相
の
斃
伝
（
『
三
代
実
録
」
貞
観
九
年
十
月
十

日
条
）
に
「
是
年
十
月
初
、
直
虜
得
レ
病
、
退
就
里
第
。
同
月
十
日
、
告
諸
子
日
、
今
日
興
福
寺
維
摩
会
之
初
講
、
是
吾
閻
浮
業
之

終
夕
也
。
償
以
此
日
、
帰
吾
寂
滅
一
。
旧
瑯
安
レ
知
。
与
一
彼
法
会
、
不
レ
有
囚
縁
乎
」
と
あ
る
こ
と
、
儀
式
に
通
暁
し
た
人
物
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
藤
原
良
世
が
史
料
的
信
憑
性
が
高
い
『
政
事
要
略
』
所
引
の
「
興
福
寺
縁
起
」
（
昌
泰
縁
起
）
を
作
成
し
、
ち
ょ
う
ど

そ
の
頃
の
実
態
を
示
す
と
思
わ
れ
る
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
初
め
て
体
系
的
な
氏
人
の
参
加
義
務
規
定
な
ど
が
み
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
に
氏
の
仏
事
と
し
て
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
踏

ま
え
れ
ば
、
藤
氏
長
者
に
よ
る
講
師
宣
下
も
貞
観
年
間
が
画
期
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
を
要
す
る
に
、
平
安
時
代
初
期
の
氏
の
再
編
を
契
機
と
し
て
、
諸
氏
族
に
は
氏
族
の
結
集
と
い
う
課
題
が
突
き
つ
け
ら
れ
た
が
、

藤
原
氏
は
氏
寺
で
あ
る
興
福
寺
で
の
仏
事
を
介
し
た
氏
人
の
統
制
と
い
う
あ
り
方
を
完
成
さ
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
、
道
長
ら

に
よ
る
維
摩
会
に
対
す
る
現
実
的
対
応
策
は
、
季
禄
没
収
規
定
の
形
骸
化
と
い
う
歴
史
的
展
開
と
も
小
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
忘

の
は
、
も
っ
と
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
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本
稿
は
従
来
、
そ
の
成
立
過
程
や
維
摩
会
講
師
の
選
任
方
法
が
多
く
検
討
さ
れ
て
き
た
維
摩
会
に
つ
い
て
、
藤
原
氏
と
の
関
係
な
い
し

そ
の
結
集
原
理
に
重
き
を
置
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

藤
氏
長
者
は
、
講
師
宜
旨
や
維
摩
会
関
連
の
文
書
の
内
覧
を
「
氏
事
」
と
し
て
重
視
し
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
恒
久

的
に
維
摩
会
を
執
行
す
る
意
識
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
藤
氏
長
者
は
講
師
、
官
位
第
一
一
位
の
公
卿
は
読
師
へ
の
布
施
を
用
意
す
る
こ
と

が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
傾
向
は
永
く
続
い
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
氏
公
卿
に
は
講
師
請
書
へ
の
署
名
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
方
式
は
あ
る
一
定
の
範
囲
の
藤
原
氏
公
卿
（
例
え
ば
、
中
納
言
以
上
な
ど
）
に
請
文
が
回
覧
さ
れ
、
各

一
方
、
非
公
卿
の
氏
人
は
袋
を
用
意
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
維
摩
会
に
参
加
す
る
こ
と
も
で
ぎ
た
が
、
不
参
し
た
場

『
延
喜
式
』
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
藤
原
道
隆
や
道
長
は
不
参
し
た
者
に
対
し
、
昇
進
す
る
手

段
を
閉
ざ
す
と
い
う
手
段
に
打
っ
て
出
て
い
る
。
こ
れ
は
摂
関
期
当
時
に
お
い
て
、
季
禄
没
収
規
定
が
形
骸
化
し
て
い
た
状
況
に
鑑
み
、

よ
り
重
い
処
分
を
指
向
し
た
と
受
け
取
れ
よ
う
。
特
に
道
長
は
政
治
基
盤
に
課
題
を
抱
え
て
お
り
、
如
上
の
よ
う
な
手
段
だ
け
で
な
く
、

異
例
と
も
い
え
る
公
卿
引
率
の
上
で
の
維
摩
会
参
会
を
果
た
す
な
ど
、
氏
の
結
集
に
腐
心
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
姿
勢
は
不
参
の
者
に
怠

状
の
提
出
を
命
じ
た
師
通
、
家
政
機
関
を
充
実
さ
せ
た
忠
実
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

興
福
寺
は
藤
原
氏
の
結
集
の
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
傾
向
は
平
安
初
期
の
氏
の
再
編
と
い
う
課
題
を
克
服
し
た
九
世
紀
末

か
ら
十
世
紀
初
頭
に
な
ら
な
い
と
生
じ
て
こ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
摂
関
期
お
よ
び
院
政
期
で
興
福
寺
を
舞
台
と
し
た

維
摩
会
に
氏
の
統
制
と
い
う
機
能
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

合
は
季
禄
を
没
収
す
る
こ
と
が

自
署
名
す
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
た
。

お
わ
り
に
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こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
拙
筆
し
た
い
。

紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
春
日
祭
と
の
相
互
補
完
的
機
能
の
有
無
や
維
摩
会
以
外
の
氏
行
事
、
道
長
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
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上
田
晃
園
「
興
福
寺
の
維
摩
会
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
（
『
日
本

上
代
に
お
け
る
唯
識
の
研
究
』
所
収
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
五
年
、

初
出
一
九
八

0
年）。

(
2
)

谷
本
啓
二
維
摩
会
縁
起
」
の
史
料
性
」
（
『
南
都
仏
教
』
九
三
、

―
1
0
0
九
年
）
。

(
3
)

富
樫
進
「
藤
原
仲
麻
呂
に
よ
る
維
摩
会
」
（
『
日
本
思
想
史
学
』

三
七
‘
―

1
0
0
五
年
）
。

(
4
)

菅
真
城
「
南
京

1

ご
会
の
成
立
」
（
『
史
人
』
四
‘
―

1
0
―
二
年
）
。

(
5
)

堀
池
春
峰
「
維
磨
会
と
閑
道
の
昇
進
」
（
『
南
都
仏
教
史
の
研
究
』

遺
芳
編
所
収
、
法
＂
威
館
、
二

0
0
四
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）
。

(
6
)

十
橋
誡
「
維
摩
会
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
直
木
孝
次
郎
先
生

占
稀
記
念
会
編
『
古
代
史
論
集
』

F
所
収
、
塙
書
房
、
一
八
八
九
年
）
。

(
7
)

永
村
憤
「
法
会
と
文
書
」
（
『
中
但
寺
院
史
料
論
』
所
収
、
上
口
川

弘
文
館
、
二

0
0
0
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）
。

(
8
)

高
山
有
紀
『
中
世
興
福
寺
維
摩
会
の
研
究
』
（
勉
誠
出
版
、
一
九

九
七
年
）
。

(
9
)

京
築
真
帆
子
「
平
安
時
代
の
「
家
」
と
氏
寺
」
（
『
平
安
京
都
市

社
会
史
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
―

1
0
0
八
年
、
初
出
一
九
九
一

年
）
も
、
興
福
寺
維
摩
会
よ
り
も
、
私
寺
で
の
忌
日
法
会
を
重
視
し

て
い
る
。

(10)

義
江
明
子
「
春
日
祭
祝
詞
と
藤
原
氏
」
（
『
日
本
古
代
の
氏
の
構

註(
l
 

造
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
八
五
年
）
、
三

橋
正
「
摂
関
期
の
春
日
祭
」
（
『
平
安
時
代
の
儒
仰
と
宗
教
儀
礼
』
所

収
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二

0
0
0
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
、
土

橋
誠
「
氏
神
祭
祀
と
「
春
日
祭
」
」
（
岡
田
精
司
編
『
古
代
祭
祀
の
歴

史
と
文
学
』
所
収
、
塙
書
房
、
一
九
九
七
年
）
、
三
宅
和
朗
「
平
安
期

の
春
日
祭
に
つ
い
て
」
（
岡
田
精
司
紺
『
祭
祀
と
国
家
の
歴
史
学
』
所

収
、
塙
書
房
‘
―

1
0
0
一
年
）
。

(11)

以
上
、
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
。

(12)

菅

(
4
)
前
掲
論
文
。

(13)

藤
原
良
房
の
関
与
に
よ
っ
て
南
京
三
会
が
成
立
し
た
の
が
貞
観

年
間
頃
（
菅

(
4
)
前
掲
論
文
、
内
田
敦
士
「
南
京
三
会
の
成
立
に

関
す
る
再
検
討
」
『
日
本
歴
史
』
七
九
五
、
二

0
一
四
年
）
で
あ
る
の

で
、
そ
の
あ
た
り
に
画
期
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
改
め
て
言
及
し
た
い
。

(14)

上
田

(
l
)
前
掲
論
文
。
多
武
峰
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦
「
多

武
峰
の
墓
守
に
つ
い
て
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
十
三
、
一
九
八
八

年）。

(15)

土
橋
誠
「
春
日
社
と
藤
原
氏
」
（
和
田
幸
絹
『
古
代
を
考
え
る

山
辺
の
道
』
所
収
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
。

(16)

服
藤
早
苗
「
摂
関
期
に
お
け
る
「
氏
」
・
「
家
」
」
（
『
家
成
立
史
の

研
究
』
所
収
、
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）
。

(17)

菅

(
4
)
前
掲
論
文
。
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(18)

泉
谷
康
夫
『
興
福
寺
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
―
―
―
五

頁
。
な
お
、
永
村

(
7
)
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
調
整
は

鎌
倉
時
代
ま
で
に
講
師
の
決
定
権
が
寺
院
側
に
移
る
こ
と
で
、
不
必

要
と
な
る
と
い
う
。

(19)

土
橋

(
6
)
前
掲
論
文
。

(20)

勧
学
院
別
当
に
つ
い
て
は
、
海
野
よ
し
美
・
大
津
透
「
勧
学
院

小
考
」
（
『
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
一
分
冊
人
文
杜
会
科

学
系
四
二
、
一
九
九
一
年
）
、
川
端
新
「
摂
関
家
の
南
都
統
制
に
つ
い

て
」
（
『
荘
圏
制
成
立
史
の
研
究
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
二

0
0
0

年
）
、
高
山
京
子
「
氏
長
者
と
勧
学
院
」
（
『
中
世
興
福
寺
の
門
跡
」
所

収
、
勉
誠
出
版
、
―

1
0

I
 

0
年
、
初
出
―

1
0
0
四
年
）
。

(21)

山
下
信
一
郎
「
律
令
俸
禄
制
と
賜
禄
俄
」
（
『
日
本
古
代
の
国
家

と
給
与
制
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二

0
―
二
年
、
初
出
一
九
九
四

年
）
、
同
「
平
安
時
代
の
給
与
制
と
位
禄
」
（
同
右
書
所
収
、
初
出
一

九
九
七
年
）
。

(22)

『
小
右
記
』
永
延
元
年
五
月
四
日
条
、
正
暦
元
年
七
月
八
日
条
、

同
十
二
日
条
、
長
徳
二
年
六
月
二
十
九
日
条
。

(23)

な
お
、
行
成
は
維
摩
会
勅
使
と
し
て
下
向
す
る
直
前
に
東
一
二
条

院
に
そ
の
旨
を
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
藤
原
氏
内
部
の
氏
族

秩
序
の
一
端
を
示
す
事
例
と
し
て
興
味
深
い
（
『
権
記
』
長
保
元
年
十

月
八
日
条
）
。
東
三
条
院
の
国
母
と
し
て
の
政
治
的
動
向
に
つ
い
て

は
、
服
藤
早
苗
「
国
母
の
政
治
文
化
」
（
同
編
著
『
平
安
朝
の
女
性
と

政
治
文
化
』
所
収
、
明
石
書
院
、
二

0
一
七
年
）
。

(24)

佐
古
愛
己
「
「
故
人
未
給
」
に
み
る
年
給
制
度
の
本
質
」
（
『
平
安

貴
族
社
会
の
秩
序
と
昇
進
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
二

0
-
―一年）。

(25)

瀧
浪
貞
子
『
藤
原
良
房
・
基
経
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

0
1

七
年
）
三
六
六
＼
三
じ
一
貞
。

(26)

長
谷
山
彰
二
怠
状
・
過
状
」
の
徴
収
と
官
人
統
制
」
（
『
律
令
外

古
代
法
の
研
究
』
所
収
、
慶
應
通
信
、
一
九
九

0
年
、
初
出
一
九
八

六
年
）
。
告
井
幸
男
「
家
産
制
的
処
罰
の
展
開
」
（
『
摂
関
期
貴
族
社
会

の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
―

1
0
0
五
年
、
初
出
―

1
0
0
1
・―

-
0
 

0
二
年
）
も
参
照
。

(27)

家
政
機
関
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
元
木
泰
雄
「
摂
関
家
家
政
機

関
の
拡
充
」
（
『
院
政
期
政
治
史
研
究
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
一
九

九
六
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）
。
氏
人
へ
の
統
制
に
つ
い
て
は
同
「
摂

関
家
に
お
け
る
私
的
制
裁
」
（
同
右
書
所
収
、
初
出
一
九
八
三
年
）
、

告
井

(26)
前
掲
論
文
。
興
福
寺
へ
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
元
木
泰

雄
「
院
政
期
興
福
寺
考
」
（
同
右
書
所
収
、
初
出
一
九
八
七
年
）
。

(28)

『
執
政
所
抄
』
に
つ
い
て
は
、
義
江
彰
夫
「
摂
関
家
領
相
続
の
研

究
序
説
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
六
ー
四
、
一
九
六
七
年
）
、
渡
辺
滋
「
『
執

政
所
抄
』
の
成
立
と
伝
来
に
つ
い
て
」
（
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』

第
三
輯
‘
―

1
0
0
九
年
）
、
田
島
公
「
『
執
政
所
抄
』
の
解
題
と
翻
刻
」

（
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究

(
S
)
)
研
究
成
果
報
告
書
『
日

本

H
録
学
の
基
盤
確
立
と
古
典
学
研
究
支
援
ツ
ー
ル
の
拡
充
』
、
一
―
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0
一
五
年
）
、
樋
口
健
太
郎
「
『
執
政
所
抄
』
」
（
松
薗
斉
・
近
藤
好
和

編
『
中
世

H
記
の
世
界
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

0
一
七
年
）
。

(29)

中
野
栄
夫
「
寛
和
年
間
、
殿
下
渡
領
備
前
国
鹿
田
荘
事
件
を
め

ぐ
っ
て
」
（
土
田
直
鎮
先
生
還
店
記
念
会
編
『
奈
良
平
安
時
代
史
論

集
』
下
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
。

(30)

竹
内
理
―
―
―
冨
へ
長
者
」
（
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
第
II
部

貨

族

政
権
の
構
造
』
所
収
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
八
年
）
。

(31)

中
野

(29)
前
掲
論
文
、
西
村
健
太
郎
「
鹿
田
荘
濫
行
事
件
に

お
け
る
放
氏
処
分
」
（
『
国
史
学
』
ニ
―

-
0
、―

1
0
一
六
年
）
。

(32)

頼
忠
の
父
・
実
頻
を
中
心
と
す
る
小
野
宮
家
の
再
評
価
に
つ
い

て
は
、
渡
辺
滋
「
冷
泉
朝
に
お
け
る
藤
原
実
頼
の
立
場
」
（
『
日
本
歴

史
』
七
八
七
、
二

0
1
――一年）。

（
翌
佐
藤
圭
「
永
承
二

(
1
0
四
七
）
年
に
お
け
る
五
位
以
上
の
藤

原
氏
の
構
成
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
八
、
一
九
八
三
年
）
。

(34)

南
家
黒
麻
呂
流
の
上
総
で
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
野
口
実
「
南

家
黒
麻
呂
流
藤
原
氏
の
上
総
留
住
と
「
兵
家
」
化
」
（
『
政
治
経
済
史

学
』
三
六
三
、
一
九
九
六
年
）
。

(35)

『
大
日
本
史
料
』
第
三
編
十
三
冊
二
六
八
頁
。
こ
の
史
料
は
史
料

大
成
本
に
は
未
収
録
。

(36)

平
時
範
に
つ
い
て
は
、
森
公
章
『
平
安
時
代
の
国
司
の
赴
任
』

（
臨
川
書
店
‘
―

1
0
一
六
年
）
。

(37)

神
馬
送
付
に
つ
い
て
は
、
中
込
律
了
「
摂
関
家
と
馬
」
（
『
平
安

時
代
の
税
財
政
構
造
と
受
領
』
所
収
、
校
倉
書
房
、
二

0
一
三
年
、

初
出
一
九
九
八
年
）
。

(38)

『
殿
麻
』
永
久
四
年
十
一
月
十
九
日
条
、
同
五
年
二
月
二
十
五

日
・
十
一
月
十
一
日
条
、
元
永
元
年
十
一
月
十
一
日
条
。
元
木
泰
雄

『
藤
原
忠
実
』
（
吉
川
弘
文
館
、
―

1
0
0
0
年
）
に
よ
れ
ば
、
永
久
元

年
頃
に
は
勲
子
の
入
内
問
題
が
具
体
化
し
て
い
た
と
い
う
（
八

0
1

八
一
頁
）
。

(39)

『
九
暦
』
承
平
八
年
二
月
七
日
条
、
『
小
右
記
』
寛
仁
四
年
八
月

十
八
日
・
ニ
十
五
日
条
、
治
安
―
―
一
年
四
月
八
日
・
十
六
日
・
ニ
十
二

日
・
七
月
十
七
日
・
九
月
六
日
・
十
一
月
二
十
五
日
条
な
ど
。

(40)

高
松
百
香
「
院
政
期
摂
関
家
と
上
東
門
院
故
実
」
（
『
日
本
史
研

究
』
五
一
三
、
二

0
0
五
年
）
。

(41)

井
村
哲
夫
「
天
平
十
一
年
「
皇
后
宮
之
維
摩
講
仏
前
唱
歌
」
を

め
ぐ
る
若
干
の
考
察
」
（
『
憶
良
・
虫
麻
呂
と
天
平
歌
壇
』
所
収
、
翰

林
書
房
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
九
二
年
ご

(42)

米
田
雄
介
「
興
福
寺
南
円
堂
の
建
立
と
藤
原
内
麻
呂
」
（
「
続
日

本
紀
研
究
』
二
八
一
、
一
九
九
―
一
年
）
、
西
村

(31)
前
掲
論
文
。

(43)

田
島
公
「
「
公
卿
学
系
譜
」
の
研
究
」
（
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研

究
』
三
、
二

0
0
九
年
）
。

(44)

谷
本

(
2
)
前
掲
論
文
、
同
「
興
福
寺
南
円
堂
不
空
羅
索
観
音

像
の
来
歴
」
（
『
仏
教
芸
術
』
三
三
四
‘
―

-
0
一
四
年
）
。

(45)

仁
藤
敦
史
「
桓
武
の
皇
統
意
識
と
氏
の
再
絹
」
（
『
国
立
歴
史
民
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俗
博
物
館
研
究
報
告
』

一
三
四
‘
―

1
0
0
七
年
）
。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
十
八
年
度
国
史
学
会
大
会
で
の
報
告
内
容
に

加
筆
修
正
を
加
え
た
上
で
、
成
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
多

く
の
方
か
ら
様
々
な
ご
指
摘
を
賜
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
、
記
し
て
感

謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
東
洋
大
学
井
卜
円
ー
J
記
念
研
究

助
成
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


